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１ 趣旨 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号。以下「法」

という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については，公共サービスによ

る利益を享受する国民の立場に立って，公共サービスの全般について不断の見直しを行い，

その実施について，透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させ

ることにより，国民のため，より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すも

のである。 

前記を踏まえ，独立行政法人国立美術館国立新美術館長は，公共サービス改革基本方針

（平成２４年７月２０日閣議決定）別表において民間競争入札の対象として選定された国

立新美術館の管理・運営業務（以下「本件業務」という。）について，公共サービス改革

基本方針に従って，民間競争入札実施要項を定めるものとする。 
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２ 本件業務の内容及びその実施に当たり確保されるべきサービスの質 

（１）基本的な考え方 

国立新美術館（以下「美術館」という。）は，平成 19 年（2007 年）に日本で 大

級の展示スペース（14,000 ㎡）を生かした多彩な展覧会の開催，美術に関する情報や

資料の収集・公開・提供，教育普及など，アートセンターとしての役割を果たす新し

いタイプの美術館として開館した。 

国立新美術館が所属する独立行政法人国立美術館の中期目標において，国民に対し

て提供するサービスの質の向上，業務運営の効率化を図ること等を目指している。 

そこで，美術館では業務の質の向上及び効率化を目指し，管理・運営業務を委託す

る民間事業者（以下「事業者」という。）を，総合評価方式による一般競争入札で選

定する。 

 

（２）本件業務の内容等 

① 管理・運営の対象施設と規模等 

ア 国立新美術館 

住所 東京都港区六本木 7-22-2 

イ 国立新美術館別館 

住所 東京都港区六本木 7-22-2 

 

 国立新美術館 国立新美術館別館 

竣工年 平成18（2006）年6月 平成18（2006）年6月 

敷地面積 29,974.81㎡ －（国立新美術館と同地域） 

延床面積 47,637.57㎡（展示室14,000㎡，

その他33,637.57㎡） 

1,262.78㎡ 

建築面積 12.563.27㎡ 369.66㎡ 

構造 RC造 地上4階地下1階 RC造 地上3階地下1階 

 

② 本件業務の実施内容 

事業者は，以下の業務を実施する。 

１ 統括管理業務 

２ 建築設備維持管理業務 

３ 常駐警備及び巡回警備業務 

４ 運営支援業務 

５ 講堂・研修室等における管理・運営業務 

６ 緑地管理業務 
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   ７ 清掃業務 

   ８ 廃棄物処理業務 

本件業務の詳細な実施内容は「別添資料１：仕様書」（以下「仕様書」という。）に

定めるとおりである。 

なお，仕様書に定める要求水準は美術館が求める 低限の要求水準であり，仕様書を

上回る水準が確保できる場合には，そのような提案を制限するものではない。 

また，仕様書に定める要求水準と同程度の水準を確保できる場合には，コストの削減

等効率的な業務実施のため，当該方法と異なる方法を採用することも可能とする。 

 

③ 本件業務の実施に当たり確保されるべき質と評価の指標 

ア 包括的な質の設定 

本件業務の実施に当たり，基本的な方針は，「管理・運営業務を通して，快適な施設

利用を可能とするとともに，美術館における公共サービスの円滑な実施を可能とする

こと。」とする。 

事業者への要求事項，評価指標及び要求水準は，以下のとおりである。 

項目 要求事項 評価指標 要求水準 

①継続性・安定性

の確保 

美術館を継続的，

安定的な利用に供

すること。 

美術館の一時的閉館や開館不

能の状態を招くような重大な

業務上の瑕疵の発生 

０回 

②信頼性の確保 美術館運営に重要

な支障を与えない

こと。 

美術館運営に重要な影響を与

える業務上の瑕疵による事象

(作品の損傷・紛失，人身事故

等)の発生 

０回 

 

イ 個別業務の質の設定 

事業者への要求事項，評価指標及び要求水準は，以下のとおりである。 

項目 要求事項 評価指標（注１） 要求水準 

①館内及び外構清

掃業務 

施設が清潔な環境

に保たれているこ

と。 

アンケートによる観客の「清

掃状況」の不満足度（注２） 

 

5％以下 

②植栽管理業務 視覚的，衛生的に適

切な植栽管理がな

されていること。 

アンケートによる観客の「植

栽管理」の不満足度（注３） 

 

5％以下 

③会場管理業務 館内での会場管理 アンケートによる観客の「会 5％以下 
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業務（看視，応対

等）が適切に行わ

れていること。 

場管理業務」の不満足度（注

４） 

 

④警備業務 館内での警備業務

が適切に行われて

いること。 

アンケートによる観客の「警

備業務」の不満足度（注５） 

 

5％以下 

 

総括評価（注６） 個別業務が年間を

通じて適切に行わ

れていること。 

アンケートによる観客の「総

括評価」の不満足度（注７） 13％以下 

   注１ ①から④の個別業務については，１回の展覧会のアンケートごとに集計した結果を基に算出

する。 

注２ 仕様書中別紙１９のアンケートで，質問２に対して「３」と回答した数（以下「Ａ」という。）

を回収済みアンケートの票数（以下「Ｅ」という。）で割った割合 

注３ 仕様書中別紙１９のアンケートで，質問４に対して「３」と回答した数（以下「Ｂ」という。）

をＥで割った割合 

注４ 仕様書中別紙１９のアンケートで，質問６に対して「３」と回答した数（以下「Ｃ」という。）

をＥで割った割合 

注５ 仕様書中別紙１９のアンケートで，質問８に対して「３」と回答した数（以下「Ｄ」という。）

をＥで割った割合 

注６ 総括評価については，１年間で徴取したアンケートすべてについて集計した結果を基に算出

する。 

注７ 総括評価については，以下の計算式に基づいて計算する。 

 

  総括評価＝ 

 

（３）モニタリングの実施 

美術館は，事業者が行う（２）②で示した本件業務の実施状況についてモニタリング

を実施する。基本的なモニタリングの方法は，以下のとおりである。 

種 類 方 法 

日常的モニタリング ・毎日事業者の責任により，業務遂行状況について業務日誌を作成

し，美術館に提出すること。 

・毎日の業務日誌を取りまとめ，業務月次報告書として，美術館に

提出すること。 

・来館者や美術館の関係者からの苦情等があった場合には，随時，

美術館に報告すること。 

・美術館の運営に影響を及ぼすような，「重大な事象」が発生した

Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ（年間合計数） 

Ｅ（年間合計数） 
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場合及び発生する恐れのある場合には，事業者は速やかに美術館に

報告すること。 

定期モニタリング ・月１回定期的に美術館内を巡回し，あらかじめ協議の上，決定さ

れたモニタリング項目に従い，各業務の遂行状況を確認・評価する。

【想定しているモニタリング項目（その方法）】 

・保管庫内及び展示室内の温湿度（機器による測定） 

・展示場内環境（機器による測定） 

・常駐警備及び巡回警備業務の状況（目視・ヒアリング） 

・植栽管理の状況（目視・ヒアリング） 

・受付業務の状況（目視・ヒアリング） 

・看視・検札・発券等業務の状況（目視・ヒアリング） 

・講堂・研修室等における管理・運営業務の状況（ヒアリング） 

・清掃の状況（目視・ヒアリング） 

・廃棄物処理業務の状況（ヒアリング） 

随時モニタリング ・必要に応じ，施設内を巡回し，各業務の遂行状況を確認・評価 

する。 

※モニタリングの結果を受け，講じた措置については，その都度，美術館へ報告すること。 

３ 本件業務の実施期間及び委託費の支払 

（１）本件業務の実施期間 

本件業務の実施期間は，平成２５年４月１日～平成２８年３月３１日までの３年間

とする。 

 

（２）委託費の支払 

美術館は，モニタリングの結果を受け，本件業務が適切に遂行されていることを確

認した上で，委託費の支払を行う。適切に遂行されていない場合，美術館は，再度業

務を行うように改善の指示を出し，事業者は業務改善計画書を美術館に提出するとと

もに所要の改善を行うこととする。改善後の確認ができるまでの間，委託費の支払い

を留保する。 

支払金額は，毎月ごとの，以下の単価契約業務について実際に要した金額及び単価

契約業務以外の金額を合算した額とする。 

美術館は，事業者が提出する適正な請求書を受理した日の翌月の末日までに支払う

（計 36 回）。 

なお，委託費は，平成２５年４月１日以降の本件業務開始以降の役務提供に対して

支払われるものであり，事業者が行う引継ぎや準備行為等に対して，事業者に発生し

た費用は事業者の負担とする。 
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●単価契約業務 

業務分類 業務内容 単価の内訳 

運営支援 

業務 
会場管理 

１ポスト１日当たりで以下に示す業務内容及び業務日

における金額 

○業務内容 

・業務責任者（原則，特別展のみ対象） 

・受付業務 

・看視業務（原則，特別展のみ対象） 

・発券業務（原則，特別展のみ対象） 

・検札業務（原則，特別展のみ対象） 

・図録販売業務（原則，特別展のみ対象） 

・アンケート収集業務 

○業務日 

・夜間開館を行わない日 

・夜間開館を行う日 

・特別内覧日（原則，共催展のみ対象） 

清掃業務 臨時清掃 企画展示室１室当たりの金額 

廃棄物 

処理業務 

一般及び産業廃

棄物処理，再生処

理物並びに蛍光

灯 

１ｋｇ又は１本当たりの一般及び産業廃棄物，再生処

理物並びに蛍光灯の処理費用 

※項目は，仕様書に対応しており，各業務の内容及び予定数量は，仕様書及び別添資料４「様式

集及び記載要領」（以下、「様式集」という。）の様式3-2-28に記載している予定数量を参照

すること。 

また，契約に際しては，様式集の様式3-2-28に記載する単価で契約することとする。 

 

（３）委託費の変更 

美術館及び事業者は，災害及び予期できない不可抗力による対象施設の設備の不具

合等や法令変更などの特別の事情が発生した場合，又は開館日数や開館時間の変更等

により，事業者の業務量が増減する場合は，契約の相手方に対して委託費の変更（増

額及び減額の双方を含む。）を申し出ることができる。委託費の変更の申し出を受け

た者は協議に応じるものとし，両者が合意した場合には適正な手続きを踏まえた上で，

委託費を変更することができるものとする。 
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４ 民間競争入札に参加する者に必要な資格 

（１）民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は，単独で当該業務が

担えない場合は，適正に業務を遂行できる共同事業体（当該業務を共同して行うこと

を目的として複数の民間事業者により構成された組織をいう。以下同じ。）として参

加することができる。その場合の扱いは，以下のとおりとする。 

 

① 入札書類提出時までに共同事業体を結成し，代表者を定め，他の者は構成員として

参加すること。 

なお，代表者は，本件業務に関する美術館との間で行われる報告，調査，指示等の

一切の業務について，構成員を代表し又は代理して，その責任において行うこと。 

② 代表者がやむを得ない事由により本件業務の遂行が不可能になった場合に備えて，

共同事業体の構成員の中に，代表者の役割を代行する者を含むこと。 

③ 参加に際して，当該共同事業体の代表者及び他の構成員の役割，責任の分担，代表

者の役割を代行する構成員並びに構成員が共同事業体の業務について連帯して責

任を負う旨明記した協定書（又はこれに類する書類）を作成し，入札書類と併せて

提出すること。 

④ 共同事業体の構成員は，他の共同事業体の構成員となり，又は，単独で参加するこ

とはできない。 

⑤ 中小企業等協同組合法（昭和２４年６ 月１日法律第１８１ 号）に基づき設立され

た事業協同組合又は特別の法律によって設立された組合が入札に参加する場合に

おいては、その組合員が他の共同事業体に参加し、又は単独で入札に参加すること

はできない。 

 

（２）入札参加者は，以下の全ての要件を満たすこと。ただし，共同事業体として入札す

る場合には，③，④，⑤及び⑧については，当該業務を実施する者が満たしているも

のとし，その他の要件については全ての構成員が満たしているものとする。 

① 独立行政法人国立美術館契約事務取扱細則第５条及び第６条の規定に該当しない

者であること。 

② 文部科学省競争参加資格（全省庁統一資格）において，平成２４年度の関東甲信越

地域の「役務の提供等」のＡ，Ｂ，Ｃ又はＤの等級に格付けされている者であるこ

と。 

③ 建築設備維持管理業務を担当する事業者は，以下の基準を満たすこと。 

ア 平成１４年４月１日以降に，同一の同種施設で１年を超える当該業務と類似す

る業務実績を有すること。 

なお，海外の実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとす
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る。 

● 同種施設 

・建物用途：美術館等の用途に供するもの。美術館等とは，博物館，科学館，美

術館，資料館，体験館等で作品を展示している施設とする（展示ケースや書架

のみの施設は除く。）。 

・建物規模：美術館等の延床面積が 6,000 ㎡以上であること。美術館等の面積と

は当該用途に直接的かつ専用で使用している部分を指し，他の用途

に供する部分と共用となっている部分は含まない。 

 

イ 以下に掲げる基準を満たす建築設備維持管理業務責任者を当該業務に配置でき

ること。 

なお，入札参加表明に係る資料提出時点において，建築設備維持管理業務責任

者を決定できないことにより複数名の候補者をもって配置予定の確認資料を提

出することは差し支えないが，いずれの候補者についても以下に示す基準を満

たしていなければならない。 

基準： 平成１４年４月１日以降に，同一の同種施設での当該業務に類似する業

務において，１年を超える統括責任者の経験又は３年を超える部門責任者の経

験を有する実績があること。 

なお，海外の実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとす

る。 

※統括責任者とは業務の実施について全般を統括する者をいう。 

※部門責任者とは各業務部門を統括する者をいう。 

ウ 建築設備維持管理業務を複数の者が分担して行う場合，少なくとも一者がア及び

イを満たしていること。 

 

④ 運営支援の業務を担当する事業者は，以下の基準を満たすこと。 

４（２）③ア～ウと同様とする。 

なお，「建築設備維持管理業務」は「運営支援業務」と読み替えることとする。 

 

⑤ 常駐警備及び巡回警備業務を担当する事業者は，以下の基準を満たすこと。 

４（２）③ア～ウと同様とする。 

なお，「建築設備維持管理業務」は「常駐警備及び巡回警備業務」と読み替えるこ

ととする。 

 

⑥ 提案書に示した業務内容を契約期間満了までの間，確実に実行し完了することがで

きることを証明した者であること。 

 

⑦ ６において定める官民競争入札等評価委員会の委員及びその者の属する事業者，本
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実施要項の作成に直接関わった者及びその者の「財務諸表等の用語，様式及び作成

方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省令第５９号）第８条に規定する親会社及び

子会社，同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者ではないこと。 

⑧ 各業務の実施に当たり法令上必要な以下の資格等を有している者、又は以下の資格

等を有している者を業務の実施に当たらせることができる者であること。 

業務分類 対象 資格等 

統括管理業務 
業務要員のうち１名以

上 
ファシリティマネジャー 

建築設備維持管 
理業務 

業務要員のうち１名以

上 

① 第三種電気主任技術者 

② 第二種冷凍機械作業責任者 

③ 建築環境衛生管理技術者 

④ 危険物取扱乙種第四類 
⑤ エネルギー監理員 
⑥ 救命技能認定者（AED実技講

習含む） 
⑦ ファシリティマネジャー 
⑧ 第二種電気工事士 
⑨ 二級ボイラー技士 

業務要員全員 ⑩ 防災センター要員講習修了者 

 
運営支援業務 

 

― 

① 警備業法上の「認定取得」の

企業又は団体 
② 当該業務の従事者は，警備業

法等の関係法令に基づき，必

要な研修の履行等の条件を満

たしていること。 

看視・発券・検札等業

務の業務要員のうち１

名以上 
③ 雑踏警備業務２級検定 

常駐警備及び巡

回警備業務 

― 

 

① 警備業法上の「認定取得」の

企業又は団体 

② 当該業務の従事者は，警備業

法等の関係法令に基づき，必

要な研修の履行等の条件を満

たしていること。 

業務を統括する者 
① 警備員指導教育責任者 

② 施設警備業務２級検定 

業務を統括する者を含

む全警備員 

① 防災センター要員講習修了者 

② 自衛消防技術認定者 

③ 救命技能認定者（ＡＥＤ実技講 

習含む） 
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全警備員の内１名以上

（個別でも可） 

① 交通誘導警備業務２級検定 

② 雑踏警備業務２級検定 

全警備員の内２名以上 ① 応急手当普及員 

② 接遇検定２級以上 

清掃業務 業務の責任者 ビルクリーニング技能士 

一般廃棄物及び

産業廃棄物処理

業務 

 
 

― 

港区から一般廃棄物収集運搬業許

可証及び東京都から産業廃棄物収

集運搬業許可証を有する者 

 

⑨ 暴力団又は暴力団関係者ではなく，かつ，暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難

されるべき関係を有していない者。 

⑩ 法第１５条により準用する法第１０条各号（第１１号を除く。）に該当しないこと。 

   

５ 民間競争入札に参加する者の募集 

（１）民間競争入札に係る日程 

民間競争入札にかかる実施日程は，以下のとおりである。 

 

① 入札公告             平成２４年１１月上旬頃 

② 入札説明会            平成２４年１１月下旬頃 

③ 現場説明会            平成２４年１１月下旬頃 

④ 入札説明会終了後の質問期限    平成２４年１２月上旬頃 

⑤ 入札参加表明書等の提出期限    平成２４年１２月中旬頃 

⑥ 入札参加資格確認（第一次審査※） 平成２５年 １月上旬頃 

⑦ 入札書及び提案書等提出期限    平成２５年 １月下旬頃 

⑧ 評価委員会（第二次審査※）    平成２５年 ２月中旬頃 

⑨ 落札予定者決定          平成２５年 ２月中旬頃 

⑩ 契約の締結            平成２５年 ３月上旬頃 

⑪ 業務の引継ぎ           平成２５年 ３月上旬頃 

※第一次審査，第二次審査は，別添資料２「落札者決定基準書」を参照すること。 

 

（２）入札実施手続 

① 提出書類 

入札参加者は，参加資格を満たしていることを証明する書類（以下「入札参加表明

書等」という。），入札金額を記載した書類（以下「入札書」という。），総合評価

のための本件業務の具体的な方法，その質の確保の方法等に関する書類（以下「提案
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書」という。）及び法第１５条において準用する法第１０条第８号及び第９号に規定

する欠格事由の審査に必要な書類を提出すること。 

なお，入札参加表明書等は，様式集に定めるところに従い作成すること。 

 

② 必要経費 

入札参加者は，本件業務に必要な一切の経費について，入札書に記載の上（３（２）

に示す単価契約業務については，予定数量に単価を乗じて得た額を記載すること。）提

出すること。 

なお，落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の５パーセント

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金

額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので，入札者は消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず，見積もった経費

の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。入札書は，様式集に定

める。 

 

③ 提案書の内容 

入札参加者が提出する提案書の提案項目等は，様式集に示すとおりとする。 

 

６ 落札者を決定するための評価の基準その他落札者の決定 

 

（１）官民競争入札等評価委員会の設置 

美術館は，法に基づく公共サービス改革基本方針において選定された管理・運営業務

の実施を公平かつ公正に行うために，「官民競争入札等評価委員会」を設置し，落札者

の選定，事業評価に至る過程全般について意見を求めることとする。 

 

（２）官民競争入札等評価委員会の構成 

官民競争入札等評価委員会は，本実施要項「１ 趣旨」を十分踏まえ、民間人を中心と

する直接的な利害関係者を排除した中立的な者で構成するものとする。 

 

（３）評価の方法 

本件業務を実施する者（以下「落札者」という。）の決定は，総合評価方式によるも

のとする。落札者の決定に当たり，提出された提案書の内容が本件業務の目的に合致し

ており実行可能であるか（基礎項目），又，効果的なものであるか（加点項目）につい

て，官民競争入札等評価委員会において審査を行うものとする。 
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（４）落札者の決定 

落札者の決定方法の詳細については，「別添資料 2：落札者決定基準書」に定める。 

 

（５）落札者の公表 

  落札者が決定したときは，落札者の氏名若しくは名称，落札金額，落札者の決定の理

由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要について，国立新

美術館ホームページで公表する予定である。 

 

７ 本件業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示 

 

（１）情報の開示 

美術館は，本件業務に関して，平成２２年度から平成２４年度まで実施した本件業務

の以下の情報を開示する。ただし，平成２４年度は見込みである。 

① 本件業務の実施に要した経費 

② 本件業務の実施に要した人員 

③ 本件業務の実施に要した施設・設備 

④ 本件業務の実施における目的の達成の程度 

⑤ 本件業務の実施方法等 

①から⑤の具体的な内容については，「別添資料３：既存業務関連資料」を参照する

こと。 

また，美術館は，本件業務に関し，過去に美術館が委託を行っていた業務の仕様書及

び各業務報告書等の閲覧を認める。当該資料の閲覧を希望する者は，本実施要項１３に

定める連絡先に問い合わせること。 

（２）現場説明会 

美術館は，以下の条件で，希望者に対して現場説明会を行う。希望者は本実施要項１

３に定める連絡先に申し込むこと。 

① 対象施設：国立新美術館 

② 現場説明会：平成２４年１１月下旬頃 

③ 現場説明時間：午後●●時００分～午後●●時００分を予定 

 

８ 事業者が使用することができる施設及び設備等 

事業者が使用することができる施設及び設備等は以下のとおりとする。 

また，これらの使用に際しては，以下を遵守するとともに，その他，美術館の指示に従

い，適切に使用するものとする。 

 

（１）使用可能な施設及び設備等 

本件業務において，事業者が使用できる施設及び設備等は，立ち入りが許された範囲
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（作品保管庫以外）及び当該範囲における電気設備，給排水設備，通信設備等とする。 

 

（２）機器・設備等の持ち込み 

事業者は，本件業務に支障を来さない範囲において，美術館内に本件業務の実施に必

要な機器・設備等を持ち込むことができるものとする。事業者が持ち込んだ機器・設備

等については，本件業務及び美術館が実施する他の業務に支障を来すことのないよう適

切な管理を行うこと。 

機器・設備等の持ち込みに際して，電気工事等の措置等が必要な場合は，美術館と協

議の上，実施すること。 

なお，必要な措置等を実施した場合は，施設の使用を終了又は中止した後，直ちに原

状回復を行い，美術館の確認を受けること。 

 

（３）使用目的の制限 

事業者は，施設及び設備等を次に掲げる業務以外の目的に使用してはならない。 

① 本件業務の実施 

② 本件業務の実施に付随する業務 

 

（４）施設及び設備等の使用に係る経費 

事業者が本件業務を実施するために使用する施設及び設備等については，無償で使用

することができる。 

 

（５）事務スペース等の借り受け 

事業者は，本件業務の実施及びこれに付随する業務を遂行するため，美術館から一定

の事務スペース等を無償で借り受けることができる。事業者は，事務スペース等に設備

等を設置する経費及び設置した設備等から生じる経費（コピー機のリース代，用紙代等）

については自己の負担とするが，事業者が消費した光熱水費については，美術館の負担

とする。 

なお，事業者は，設備等の使用を終了又は中止した後，直ちに原状回復を行い，美術

館の確認を受けなければならない。 

 

９ 報告事項，秘密保護，その他必要な措置 

（１）報告事項等 

① 報告事項 

ア 事業者は，本件業務に係る収入支出経費を１年に１回美術館に報告するとともに，
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必要に応じて美術館から求められた場合にも報告すること。 

イ 事業者は，２（３）で規定された，美術館が行うモニタリングに必要な文書を作

成し，美術館に提出すること。 

ウ 事業者は，本件業務を実施するに当たり，受託期間中の事故の防止等，利用者の

安全衛生については十分配慮するとともに，事故等が発生した場合は，迅速に対

応するとともに，速やかに美術館に報告しなければならない。 

また，美術館の要求に応じて，文書を作成し，美術館に提出する。 

 

   エ 美術館は，事業者から報告を受けた上記ア～ウの結果及び定期並びに随時モニ

タリングの結果について取りまとめの上，１年に１回公表するとともに官民競争

入札等監理委員会に報告するものとする。 

 

② 調査 

美術館は，本件業務の適正かつ確実な実施を確保するために，前記①の報告や美

術館が行うモニタリングの確認結果及び別途行うアンケート調査の結果により，必

要があると認めるときは，法第２６条第１項の規定に基づき，事業者に対し，本件

業務の状況に関し必要な報告を求め，又は事業者の事務所において，本件業務の実

施の状況若しくは帳簿，書類その他の物件を検査し，若しくは関係者に質問するこ

とができるものとする。事務所への立入検査をする美術館の職員は，検査等を行う

際には，当該検査が法第２６条第１項の規定に基づくものであることを事業者に明

示するとともに，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に提示するものとする。 

 

③ 指示 

美術館は，事業者による請負業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があ

ると認めるときは，事業者に対し，必要な措置をとるべきことを指示することがで

きるものとする。 

 

（２）秘密事項，個人情報等の管理 

① 個人情報保護 

事業者は，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき，個

人情報の適切な管理をしなければならない。また，事業者が本件業務に関して知り

得た美術館の情報についても適切な管理をしなければならない。 

 

② 業務上知り得た秘密の保持 

事業者で，本件業務に従事している者又は従事していた者は本件業務の実施に関し

て知り得た秘密を漏らし，又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし，
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又は盗用した場合には，法第５４条により罰則の適用がある。 

 

（３）その他，契約に基づき事業者が講ずべき措置等 

① 本件業務の開始及び中止 

ア 事業者は，締結された契約に定められた業務開始日に，確実に本件業務を開始し

なければならない。 

イ 事業者は，やむを得ない事由により本件業務を中止しようとするときは，あらか

じめ美術館と協議し，承認を受けなければならない。 

 

② 公正な取扱い 

ア 事業者は，サービスの提供について，利用者を合理的な理由なく区別してはなら

ない。 

イ 事業者は，本件業務における利用者の取扱いについて，本件施設以外の場で自ら

が行う事業の利用の有無により区別してはならない。 

 

③ 金品等の授受の禁止 

事業者は，本件業務において，請負費及び観覧券，カタログ並びにグッズ販売によ

る代金の授受を除き，金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。 

 

④ 宣伝行為の禁止 

ア 事業者及びその事業に従事する者は，「独立行政法人国立美術館」，「国立新美

術館」等の名称を用い，本件業務以外の自ら行う事業の宣伝に利用すること（一

般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の１つとして事実

のみ簡潔に記載する場合等を除く。）及び当該事業が本件業務の一部であるかの

ように誤認させるおそれのある行為をしてはならない。 

イ 事業者は，美術館において，美術館以外の場で自らが行う事業の宣伝を行っては

ならない。 

 

⑤ 美術館との契約によらない自らの事業の禁止 

事業者は，美術館において，美術館以外の者との契約に基づき実施する事業を行っ

てはならない。ただし，美術館が特別に認めた場合はこの限りでない。 

 

⑥ 法令の遵守 

本件業務の実施に関し，事業者は，関係法令を遵守しなければならない。 
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⑦ 施設及び作品の安全管理 

事業者は，本件業務を実施するに当たり，受託期間中の事故の防止等，施設及び作

品の安全管理については十分配慮しなければならない。 

なお，事故等が発生した場合は，迅速に対応するとともに，速やかに美術館に報告

しなければならない。 

 

⑧ 記録 

事業者は，本件業務の実施状況に関する記録を作成し，本件業務を終了し，又は中

止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間，保管しなければならない。 

 

⑨ 帳簿，書類 

事業者は，本件業務に関して帳簿書類を作成し，本件業務を終了し，又は中止した

日の属する年度の翌年度から起算して５年間，保管しなければならない。 

 

⑩ 権利の譲渡の禁止 

事業者は，委託契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはな

らない。 

 

⑪ 権利義務の帰属 

ア 事業者は，本件業務の実施が第三者の著作権その他の権利と抵触するときは，そ

の責任において，必要な措置を講じなければならない。 

イ 事業者は，本件業務の実施状況を公表しようとするときは，あらかじめ，美術館

の承認を受けなければならない。 

 

⑫ 再委託の禁止等 

ア 事業者は，美術館から委託を受けた本件業務の実施に係る業務を一括して第三者

に委託し又は請け負わせてはならない。 

イ 事業者は，本件業務の実施に当たり，その一部について再委託を行う場合には，

原則として，あらかじめ提案書において，再委託する業務の範囲，再委託を行う

ことの合理性及び必要性，再委託先の履行能力並びに報告徴収その他管理・運営

の方法（以下「再委託先等」という。）について記載しなければならない。 

ウ 事業者は，委託契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には，再委

託先等を明らかにした上で美術館の承認を得ること。 

エ 事業者は，イ又はウにより再委託を行う場合は，再委託先から必要な報告を徴収

すること。 



 

17
 
                     

 
 

オ 再委託先は，前記の秘密事項，個人情報等の管理，公正な取扱い，金品等の授受

の禁止，宣伝行為の禁止，美術館との契約によらない自らの事業の禁止，権利の

譲渡等及び権利義務の帰属について，事業者と同様の義務を負うこと。 

 

⑬ 委託内容の変更 

美術館及び事業者は，本件業務の質の向上の推進，又はその他やむを得ない事由によ

り本契約の内容を変更しようとする場合は，あらかじめ変更の理由を提出し，それぞ

れの相手方の承認を得なければならない。 

 

⑭ 契約の解除等 

美術館は，事業者が以下の各号に該当するときは，事業者に対し，委託費の支払いを

停止し，又は契約を解除若しくは変更することができる。 

なお，以下の理由により美術館が契約を解除したとき，事業者は，違約金として契約

金額の１００分の１０に相当する金額を美術館に納付するとともに，美術館との協議

に基づき決定した期日までの間，責任をもって当該業務の処理を行わなければならな

い。 

ただし，違約金の定めは，違約金額を超過する損害額についての損害賠償を妨げる

ものではない。 

ア 偽りその他不正の行為により落札者となったとき 

イ 法第１４条第２項第３号若しくは第１５条において準用する第１０条（第１１号

を除く。）の規定により民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさ

なくなったとき 

ウ 契約に従った本件業務を実施できなかったとき，又はこれを実施することができ

ないことが明らかになったとき 

エ ウに掲げる場合のほか，契約において定められた事項について重大な違反があっ

たとき 

オ 法令又は契約に基づく報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は検査を拒み，

妨げ，若しくは忌避し，若しくは質問に対して答弁せず，若しくは虚偽の答弁を

したとき 

カ 法令又は契約に基づく指示に違反したとき 

キ 事業者（その者が法人である場合にあっては，その役員）又はその職員その他の

従事者が，法令又は契約に違反して，本件業務の実施に関して知り得た秘密を漏

らし，又は盗用したとき 

ク 暴力団員を，業務を統括する者又は従業者としていることが明らかになったとき 
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ケ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明

らかになったとき 

 

⑮  不可抗力免責，危険負担 

事業者は，上記事項にかかわらず，事業者の責めに帰することができない事由によ

り，本件業務の全部又は一部の実施が遅延したり，不能となった場合は，責任を負

わない場合がある。この場合，美術館と協議する。 

 

⑯  委託契約の解釈 

委託契約に関して疑義が生じた事項については，その都度，美術館と事業者が協議

するものとする。 

⑰  事業者への業務引継ぎ 

美術館は，本件業務の実施に関する契約を締結する時に，必要に応じて，事業者に

業務の引継ぎの指導及び支援を行うものとする。 

 

１０ 損害賠償 

事業者が本件業務を実施するに当たり，故意又は過失により，美術館又は第三者に損

害を与えた場合において，その損害の賠償に関しては，次に定めるところによる。 

 

（１）美術館から事業者への求償 

美術館が当該第三者に対する賠償を行ったときは，美術館は事業者に対し，当該第三

者に支払った損害賠償額（当該損害の発生について美術館の責に帰すべき理由が存する

場合は，美術館が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）について求償

することができる。 

 

（２）事業者から美術館への求償 

事業者が民法第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって，当

該損害の発生について美術館の責めに帰すべき理由が存するときは，事業者は美術館に

対し，第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分

について求償することができる。 

 

（３）美術館の物品等への損害 

事業者が美術館の物品等に損害を与えたときは，事業者はその損害に相当する金額を

損害賠償として美術館に支払わなければならない。 
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１１ 本件業務の実績評価 

（１）本件業務の実施状況に関する調査の時期 

美術館は，法第７条第８項に基づき内閣総理大臣が行う評価（平成２７年５～６月

頃を予定）のために，平成２７年３月末日時点における本件業務の実施状況を調査す

る。 

 

（２）調査の実施 

美術館は，事業者が実施した本件業務について、評価が的確に実施されるように，

２（３）に示すモニタリングの結果により実施状況等の調査を行うものとする。 

 

（３）実施状況等の提出 

美術館は，上記調査に関する内容をとりまとめた本件業務の実施状況等について，

（１）の評価を行うために，平成２７年４月を目途に内閣総理大臣及び官民競争入札

等監理委員会へ提出するものとする。 

 

（４）意見聴取等 

美術館は，本件業務の実施状況等の提出に当たり，美術館に設置する官民競争入札

等評価委員会に報告を行い，意見を聴くものとする。なお，必要に応じ，事業者から

意見を聴くことができるものとする。 

 

１２ その他実施に関して必要な事項 

（１）監督体制 

 

ア 本件業務に係る監督は，独立行政法人国立美術館国立新美術館庶務課が行い，庶

務課長を責任者とする。 

 

イ アに係る監督の結果について，原則として年に１回（５月）に，法に基づく監督 

 の結果については，遅延なく官民競争入札等監理委員会に報告するものとする。 

（２）罰則等 

 

ア 本件業務に従事する者は，刑法（明治４０年法律第４５号）その他の罰則の適用

については，法令により公務に従事する職員とみなされる。 
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イ 民間事業者は，会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第２３条第１項第７号 

 に規定する者に該当することから，会計検査院が必要と認めるときには，同法第２ 

 ５条及び第２６条の規定により，同院の実地の検査を受けたり，同院から直接又は 

 美術館を通じて，資料・報告等の提出を求められたり，質問を受けたりすることが 

 ある。 

 

ウ 以下のいずれかに該当する者は，法第５５条の規定により３０万円以下の罰金に   

 処されることとなる。 

・９（１）①アからウによる報告をせず，若しくは虚偽の報告をし又は９（１）② 

による調査を拒み，妨げ若しくは忌避し，若しくは質問に対して答弁をせず，若 

しくは虚偽の答弁をした者 

・正当な理由なく，９（１）③による指示に違反した者 

 

エ 法人の代表者又は法人の代理人若しくは人の代理人，使用人その他の従業員が， 

 その法人又は人の業務に関し，ウの違反行為をしたときは，法第５６条の規定によ 

り，行為者を罰するほか，その法人又は人に対してウの刑を科されることとなる。 

 

１３ 本件窓口 

本件業務の一般競争入札の事務を担当する部署は，以下のとおりである。 

国立新美術館庶務課会計担当係（担当 東谷） 

電話：03-6812-9907（ダイヤルイン） 

FAX：03-3405-2531 

e-mail：kaikei＠nact.jp  

 



別添資料１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立新美術館管理・運営業務 

 
 

 

 

 

 

仕 様 書（案） 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

独立行政法人国立美術館国立新美術館 
 

 



１ 総則 

（１）本仕様書の位置付け 

本仕様書（以下「本書」という。）は，独立行政法人国立美術館国立新美術館（以下「美

術館」という。）が「国立新美術館管理・運営業務」（以下「本件業務」という。）を実施

する民間事業者（以下「事業者」という。）を募集及び選定するに当たって，本件業務の

実施について，美術館が事業者に求める業務の要求水準を示したものであり，入札に参

加しようとする者に交付する実施要項と一体のものである。 
なお，本書に示す要求水準は美術館が求める 低限の要求水準であり，本書を上回る

水準が確保できる場合は，事業者からの提案を制限するものではない。 
また，本書に示す要求水準と同程度の水準を確保できる場合には，コストの削減等効

率的な業務実施のために，本書と異なる方法を採用することも可能である。 
 
（２）事業者の業務範囲 

事業者の業務範囲は，以下のとおりである。 
 

業務分類 業務内容 
３ 統括管理業務 業務分類４～10に関する業務の統括管理 

４ 建築設備維持管

理業務 

設備等の運転・監視及び日常・定期の点検，保守業務 
特定設備の運転，監視及び日常・定期の点検，保守業務 
環境衛生管理業務 
建築設備定期検査及び報告業務 
特殊建築物定期調査報告業務 
防火対象物定期点検・防災管理定期点検報告業務 

５ 常駐警備及び巡

回警備業務 
警備業務 

６ 運営支援業務 
受付業務 
看視・発券・検札等業務 

７ 講堂・研修室に 
おける管理・運営 
業務 

 
講堂・研修室等における管理・運営業務 

８ 緑地管理業務 緑地管理業務 
９ 清掃業務 清掃業務 

10 廃棄物処理業務 
  

一般廃棄物及処理業務 
産業廃棄物処理業務 
再生処理物（古紙・ダンボール） 
再生処理物（ビン・カン） 
蛍光灯（ＦＨＦ32ＥＸ-Ｗ-Ｈ）の廃棄 
蛍光灯（ＦＨＦ3Ｗ）の廃棄 
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２ 業務仕様 

（１）総則 
本書１（２）に示した業務を遂行するに当たり，事業者は，美術館の特殊性を十分に

理解し，その円滑な運営に支障をもたらすことのないよう留意すること。 
また，来館者に対しても遺漏のないよう万全を期し，誠実に対応すること。 
美術館の建物・設備等について故障等が発生した場合，事業者は，美術館と連携し，

速やかに技術者を派遣し対応すること。 
建築設備維持管理業務全般において，保守点検作業の結果，機器又は部品を交換する

必要が生じた場合は，美術館の指示により必要な作業を行うこと。機器又は部品の交換

を行った場合，交換作業費以外の費用は，原則として別途美術館に請求することができ

る。 
なお，業務に使用する消耗品等は，すべて事業者が用意すること。 
本件業務の実施時期は予定時期として記載したものであり，業務の実施に当たり企画

展等の開催時期等に影響を及ぼさないよう，美術館と実施時期を調整の上，必要な作業

を行うこと。 
本書に記載した薬剤の種類表記に関して事業者から，同等品の提案がある場合は，美

術館の許可を得て同等品に変更することができるものとする。 
建築設備維持管理業務，常駐警備及び巡回警備業務，運営支援業務及び清掃業務担当

者の服装については，美術館と協議の上，決定するものとする。業務従事中は制服を着

用し，事業者の従業員（以下「業務要員」という。）であることを明瞭にすること。 

なお，本件業務を遂行するに当たり，以下の点に留意すること。 

① 業務要員は来館者に対し挙動，言動に十分注意して業務を行うこと。 

② 本件業務の事業者は作業規律の維持に努め，業務要員に対して適切な研修を行うこと。 

③ 緊急時又は不審者等を確認した場合には，美術館の担当者等（以下「発注者」という。）   

の指示により行動し，被害を 小限に防ぐよう努めること。 

④ 本件業務にかかる制服の費用については，事業者が負担すること。 

⑤ 事業者は，書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）について，発注者の指示

によること。 

⑥ 事業者は業務要員の身元の確認及び衛生，作業規律の維持に努めること。 

⑦ 作業の実施に当たり，常に火災・盗難の事故が発生することのないよう充分注意するこ

と。 

⑧ 用水・電力の使用は必要 小限にとどめ，特に照明は作業終了後，必要としない場合，

直ちに消灯すること。 

⑨ 発注者が，本件業務に従事する業務要員の業務遂行状況が適当でないと判断した場合，

事業者に対し交替を要求することができるものとする。 

⑩ 本件業務の遂行に瑕疵が発生した場合の対応として，事業者は保険等に加入すること。 

⑪ 業務要員の届出 

ア 事業者は，本件業務の実施に先立ち，業務要員の氏名・年齢を記載した名簿及び資

格等が必要な本件業務においては資格証等の「写」を発注者に届け，発注者の了承

を得ること。 

なお，本件業務に必要な資格等については本書３及び別冊民間競争入札実施要項に    
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よること。 

イ アの事項は，契約期間中に業務要員の変更が生じた場合においても準用する。 

⑫ 業務体制 

ア 本件業務は別紙１の体制とすること。 

イ 事業者は本件業務における指示系統を明確にした包括的な管理体制表を提出し，   

事前に発注者の了承を得ること。 

ウ 発注者は，本件業務の実施状況についてモニタリングを実施することとし，基本的

なモニタリングの方法は別添実施要項のとおりとする。 

 なお，モニタリングの結果を受け，講じた措置については，その都度，発注者へ報 

告すること。 

エ 常駐警備及び巡回警備業務，運営支援業務が使用する簡易無線機は，美術館が所有

ずる簡易無線機と仕様を統一し，通信ができること。 

⑬ 勤務表の提出 

   事業者は，毎月月末までに翌月勤務する業務要員の勤務表を提出すること。 

⑭ 検査等 

ア 事業者は本書に定める本件業務が完了したときは，その都度，実施報告書を提出し，

発注者の検査を受けること。 

なお，詳細については本書３以降によること。 

イ 検査は，次の場合に行う。 

・発注者が指示した場合。 

・事業者の申し出により，発注者が必要と認めた場合。 

ウ 検査が指定されている場合，事業者は適切な時期に発注者に対して検査の請求を行

うこと。 

なお，事業者は検査に必要な資機材，労務等を提供するものとし，検査に直接要す

る費用を負担すること。 

  

（２） 開館日時 

① 通常開館日：火・金曜日及び年末年始を含むメンテナンス期間（目安は１４日間，

以下「メンテナンス期間」という。）を除く全ての日 

敷 地 内   ９時３０分から１８時００分 

     展示室内  １０時００分から１８時００分 

② 夜間開館日：金曜日（メンテナンス期間は除く。） 

     敷 地 内   ９時３０分から２０時００分 

    展示室内  １０時００分から２０時００分 
③ 休 館 日：火曜日 
④ 別館開館日：月・水・木・金曜日（祝日及びメンテナンス期間は除く。） 

           １１時００分から１８時００分（ただし，金曜日は開館時間を１１           
時００分から２０時００までとする。）。 
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 ⑤ その他：美術館の都合により，開館日以外及びメンテナンス期間中に開館する場   

合には，開館日と同じ扱いとする。 

 
３ 統括管理業務 
 

３-１ 業務日及び業務時間  

以下の配置人員で統括管理業務（以下「業務」という。）に支障がないよう休憩を取

りメンテナンス期間も含め，毎日業務を行うこと。 

（１）勤務時間 

  ① メンテナンス期間以外 

 ９時００分から１８時００分    １名 

１２時００分から２１時００分     １名 

    ② メンテナンス期間中 

９時００分から１８時００分    １名 

（２）公休等で勤務予定者が不在の場合は，代行者を配置すること。詳細については，発   

注者の指示に従うこと。 

（３）勤務予定者が事故等にあった場合は，代替要員を確保し，業務に支障がないように

留意すること。災害事故等の緊急時は，発注者の指示に従い業務要員の勤務時間延長

及び休日勤務を行うこと。 

なお，勤務時間延長及び休日勤務に係る経費は当該契約額とは別に手当てする。 

 

３-２ 業務概要 

  発注者の建物管理に関する業務及び美術館の業務に関わる全ての者における建物 

 使用上の統括的な窓口（連絡調整業務等）となり，円滑に管理運営を実施すること。 

なお，業務要員のうち，１名以上がファシリティマネジャーの資格を保有すること。 

   

３-３ 業務内容 

（１）管理・運営業務 

① 発注者の建物管理に関する業務 

② 美術館業務に関わる全ての者との建物使用上の窓口業務 

③ 美術館の建物管理における各種報告，日誌等の作成・回覧・保管 

④ 美術館の建物管理における各種資料，図面，データ等の集計と保管 

⑤ 美術館の業務に関わる全ての者との連絡調整業務 

⑥ 美術館の業務で行われる催し物等の管理及び運営補助業務 

（２）保全計画業務 

① 建物管理実施計画の立案及び日程の作成並びに調整 

② 修繕・保全計画の立案の補助 
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③ 消防計画立案の補助 

④ 防災訓練の計画・実施 

（３）折衝代行業務 

① 建物管理に関する官公庁等の折衝代行 

② 美術館の業務に関わる全ての者との折衝代行・立会い 

③ その他発注者が指示する対外折衝 

（４）緊急対応業務 

  ① 緊急時の対応・処置  

  ② 来館者が急病になり，救急車を呼ぶ場合は，必要に応じて美術館業務に関わる関係

者に救急病院までの付き添いを指示し又は自らが救急病院までの付き添いを行う

こと。 

（５）その他 

  ① 本件業務を実施する際の安全に対する指導・監督の補助 

  ② 発注者発行のＩＣカードの発行等補助業務 

  ③ 業務要員は，事業者の正社員であること。 

（６）本書に定めのない事項で業務に関連する事項については，発注者の指示によること。 

 

４ 建築設備維持管理業務 
                                  

４-１ 業務日及び業務時間 

以下の配置人員で建築設備維持管理業務（以下「業務」という。）に支障がないよう  

休憩，仮眠を取りメンテナンス期間を含め毎日業務を行うこと。 

●メンテナンス期間以外 

責 任 者又は副責任者： ９時００分から１８時００分  １名 

  宿 直 者：       ９時００分から翌９時００分  １名 

  技 術 員（日勤者）：   ９時００分から１８時００分  ３名 

技 術 員（遅番者）：  １１時００分から２０時００分  １名 

※ただし，夜間開館日は１２時００分から２１時００分の間を１名とすること。 

     なお，休館日については上記人員に技術員を２名増員すること。 

また，土曜日及び日曜日並びに祝日は技術員を各１名減員すること。 

    ●メンテナンス期間中 

責 任 者又は副責任者： ９時００分から１８時００分  １名 

宿 直 者：       ９時００分から翌９時００分  １名 

技 術 員：       ９時００分から１８時００分  １名 

（１）業務時間中，業務を統括する者を１名常駐させ効率的な管理体制のもと責任を負   

うこと。 

なお，公休等で業務を統括する者が不在の場合は，代行者を配置すること。詳細  

については，発注者の指示に従うこと。 

（２）勤務予定者に事故等があった場合は，代替要員を確保し，業務に支障がない  

ように留意すること。災害事故等の緊急時は，発注者の指示に従い，業務要員の勤  

務時間の延長及び休日勤務を行うこと。 

なお，これに係る経費は当該契約と別とする。 

（３）業務上，必要な場合は，発注者の事前承認を経て，技術員（日勤者・遅番者）の
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構成を変更できる。 

 

４-２ 業務概要 

  美術館に設置されている電気設備，空調設備，衛生設備，防災設備，昇降機設備等（以  

下「設備等」という。）について，以下の業務を行うこと。 

（１）設備等の運転，監視及び日常・定期の点検，保守業務 

（２）特定設備の運転，監視及び日常・定期の点検，保守業務 

（３）環境衛生管理業務 

（４）建築設備定期検査及び報告業務 

（５）特殊建築物定期調査報告業務（１回／３年） 

（６）防火対象物定期点検・防災管理定期点検報告業務 

 

４-３ 主要設備概要（詳細は別冊「対象設備一覧」によること。）。 

区分 設置箇所 設備名 

電気設備 

特高変電室 

 

3 回線スポットネットワーク受電 

22KV ﾈｯﾄﾜｰｸﾄﾗﾝｽ 1,500KVA×3 

ﾄﾗﾝｽ容量 3,550KVA 

調光盤室 ﾄﾗﾝｽ容量 3,600KVA 

防災設備 

全館 

 

屋内消火栓，スプリンクラー 

連結送水管 

エントランスホール 

 

放水型スプリンクラー 

閉鎖型スプリンクラー 

展示室・作品保管庫 ハロゲン化物消火 

地下駐車場 泡消火，移動式粉末消火 

防災設備 
エントランスホール 自然排煙 

一般諸室 自然排煙，機械排煙 

空調設備 
空調（展示室） 全空気方式（床吹出空調） 

換気（地下トラックバース） 二重壁利用自然換気＋機械換気 

衛生設備 

給水 上水，中水 2系統加圧給水 

給湯 個別給湯方式（電気式，ガス式） 

排水（屋内） 

排水（屋外） 

汚水・雑排水分流方式 

汚水・雨水分流方式 

都市ガス（中圧） 

都市ガス（低圧） 

地下熱源機械室 

飲食店舗 

排水処理 雑排水処理・雨水の再利用 

昇降機設備 ― 

乗用エレベーター  １１台 

荷物用エレベーター  ６台 

エスカレーター    1０台 

小荷物専用昇降機   ２台 

 

４-４ 業務方法 

（１）設備等の運転・監視及び日常・定期の点検，保守業務 

 別紙２「設備管理等業務一覧表」によること。 

（２）特定設備の運転，監視及び日常・定期の点検，保守業務 

 別紙３「特定設備管理業務一覧表」によること。 
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（３）環境衛生管理業務 

別紙４「環境衛生管理業務一覧表」によること。 

（４）建築設備定期検査及び報告業務 

別紙５「建築設備定期検査及び報告業務一覧表」によること。 

（５）特殊建築物定期調査報告業務 

別紙６「特殊建築物定期調査報告業務一覧表」によること。 

（６）防火対象物定期点検・防災管理定期点検報告業務 

別紙７「防火対象物定期点検・防災管理定期点検報告業務一覧表」によること。 

（７）一般適用事項 

  本書に記載されていない事項は，関係する適用法令及び「建築保全業務共通仕様書

（平成２０年度版国土交通省大臣官房営繕部監修」（以下「共通仕様書」という。）に

よること。 

 

４-５ 事業者の責務 

（１）業務の履行に当たり，以下の書類を提出すること。 

① 業務計画書 

ア 業務の履行に先立ち，実施体制，実施工程及び業務従事者等が有する資格の業  

務を適正に実施するために，必要な事項を記載した業務計画書を作成し，発注者  

の了承を得ること。 

イ 業務計画書の内容を変更する必要が生じた場合は，発注者の了承を得るものと

ともに，業務に支障がないように適切な処置を講ずること。 

ウ 別契約の関連業務との調整を必要とする場合は，発注者の指示を受け，当該関 

連業務の関係者と協力し業務全体の円滑な進捗を図ること。 

② 実施工程表 

発注者の指示により，①の補足として，実施工程表又は機器別点検表を作成し提出

すること。 

（２）以下の関係法令等を遵守し，適法，安全かつ善良な業務の履行を図ること。 

① 労働基準法及び同施行規則 

② 労働安全衛生法，同施行令及び同規則 

③ 高圧ガス保安法及び同施行令 

④ 電気事業法，同施行令及び同施行規則 

⑤ 電気通信事業法，同施行令及び同施行規則 

⑥ ガス事業法，同施行令及び同施行規則 

⑦ 危険物の規則に関する政令及び同規則 

⑧ 水質汚濁防止法，同施行令及び同施行規則 

⑨ 水道法，同施行令及び同施行規則 

⑩ 下水道法，同施行令及び同施行規則 

⑪ 大気汚染防止法，同施行令及び同施行規則 

⑫ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

⑬ 消防法，同施行令及び同施行規則 

⑭ 国立新美術館保安規則 

⑮ 東京都及び港区立各種条例 

⑯ その他関連法規 

（３）業務の履行に当たり，以下の事項に留意し，安全対策に努めること。 

① 安全衛生に関する管理は，事業者が関係法令に従って行うこと。 

② 常に整理・整頓及び清掃を行い，危険防止に留意するとともに，関係者以外の立ち   

入り，火災・盗難その他の事故等の防止に努めること。 

③ 機器等を誤認する恐れがある時は，区画ロープ，標識等により明確に区分すること。 

④ 動作中の機器等を点検するに当たり，関係者以外の者が近づけないようにすると 
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ともに，機器等を監視し，指示値並びに異音，異臭等の発生に注意すること。 

⑤ 業務実施に当たり，燃料・高圧ガス等の危険物を用いる場合は，関係法令等に基

づく有資格者を責任者に定め，適切な管理業務を行うこと。 

※第一種圧力容器取扱作業主任者の選任を含む。 

⑥ その他事故等の防止に必要な処置を行うこと。 

（４）業務の履行に伴う災害及び公害の防止は，関係諸法令等に従い，適切に処置すると

ともに，特に以下の事項を遵守すること。 

① 第三者に災害を及ぼしてはならないこと。 

② 公害の防止に努めること。 

③ 十分な注意を払っても，災害及び公害の発生の恐れがある場合は，発注者に報告

の上，発注者の指示に従うこと。 

④ 災害又は事故等が発生した場合は，人命の安全確保を優先させるとともに，適切   

な処理を行い，二次災害の防止に努め，その経緯を直ちに発注者に報告すること。 

（５）次の部屋に入室する際は，発注者の了承を得ること。 

① 企画展トラックバース 

② 倉庫１～３（地下） 

③ 前室１（地下） 

④ 作品保管庫１～３ 

⑤ 企画展作業室 

⑥ 主催者控室（各階） 

⑦ 企画展示室及び公募展示室 

⑧ その他，発注者の指示による場所 

（６）業務の履行に当たり，既存の施設を損傷し，又は支障を及ぼさないよう事前に必要    

  な養生を行うこと。 

また，汚染又は損傷を与えた場合は速やかに発注者に報告し，発注者の指示に従い

原状復帰させること。 

（７）業務を終了したときは，養生材，使用した工具，測定器，資材等の後片付け及び必  

  要に応じ業務を実施した場所，機器等の清掃を行うこと。 

（８）点検終了後は，電源，電圧の確認，弁類及びスイッチ類の位置並びに格納状態を再 

  確認することにより必ず適正な状態に復元すること。 

（９）展示室・作品保管庫の温湿度管理は，設計条件を基本に発注者から指示された温湿

度条件に対して温度±１℃，湿度±５％以内を目標値として機器能力が 大限に発揮

さるよう努めること。ただし，来館者や指示された温湿度設定値により目標値内の管

理が困難な場合は，発注者へ報告し，協議すること。 

○ 設計条件 

① 企画展示室 夏季：２０℃・５０％，冬季：２０℃・５０％ 

② 公募展示室 夏季：２４℃・５５％，冬季：２２℃・５５％ 

③ 作品保管庫 通期：２３℃・５５％ 

 

４-６ 業務要員の届出資格等 

（１）業務要員は，管理に必要な法定資格名義の届出業務を代行してはならない。業務要 

  員は，身体強健で本書に定める業務に支障なく従事できる者を配置すること。 

（２）事業者は，業務の遂行に当たり，業務を総合的に把握し調整する業務を統轄する者  

  を定め，発注者に届け出ること。 

（３）事業者は，業務の内容に応じて必要な知識及び技能を有する業務従事者を定め，そ  

  の氏名を発注者に報告すること。法令により，業務を行う者の資格が定められている

場合は，当該資格を有する業務従事者を定め，発注者の了承を得ること。 

（４）業務要員の内，少なくとも１名は以下の資格を保有していること（ただし，防災セ

ンター要員講習修了者は業務要員全員が資格を保有していること。）。 



 9

① 第三種電気主任技術者 

② 第二種冷凍機械作業責任者 

③ 建築環境衛生管理技術者 

④ 危険物取扱乙種第四類 

⑤ エネルギー管理員 

⑥ 救命技能認定者（ＡＥＤ実技講習含む） 

⑦ 防災センター要員講習修了者 

⑧ ファシリティマネジャー 

⑨ 第二種電気工事士 

⑩ 二級ボイラー技士 

（５）業務従事者は事業者の社員であり，必要な経験年数及び作業内容については，以下

の表のとおりとすること。 

 

 

 

名称 業務内容 作業内容 

責任者 業務全般 

・年間，月間，週間の計画表の作成 

・発注者との連絡，報告，調整 

・エネルギー管理データ分析及び解析 

・中期・長期保全計画企画支援 

・設備改善等のマネジメント業務 

副責任者 業務全般 

・年間，月間，週間の計画表の作成 

・発注者との連絡，報告，調整 

・エネルギー管理データ分析及び解析 

※責任者が不在の場合，代行者として勤務すること 

技術員 

・監視業務 

・巡回業務 

・緊急対応 

業務 

 

・不具合，故障対応処理，データ管理 

・電気，空調，衛生設備の日常・巡回点検 

・運転データの収集，分析 

・点検データの収集，分析 

・報告書，改善提案の作成 

・不具合，故障対応処理 

 

４-７ 自主検査等 

（１）点検及び保守，運転・監視業務終了後は，必要に応じて劣化状況等を示す写真及び

図面を発注者に提出すること。 

なお，点検及び保守の結果，機能の異常又は劣化が発見された場合は，必要な措置

を報告書に記載し，発注者に提出すること。 

（２）本書に定められた業務，発注者が指示した業務，次の業務に従事すると確認が困難

となる業務が完了したときは，当該業務が本書に定められた条件に適合することを確   

  認し，発注者に速やかに報告すること。 

（３）点検中発見した不具合等で通電後に確認ができなくなる部分がある場合は，速やか  

  に発注者に報告すること。 

 

４-８ その他 

（１）業務に必要な消耗品及び材料，油脂等は，新品又は同等品程度とし，原則として，

事業者の負担とすること。 

（２）搬入した消耗品及び雑材料並びに支給材料は，業務に使用するまで変質等がないよ

うに保管し，在庫管理を行うこと。 

（３）業務に用いる試験器具及び工具等は，事業者の物を使用すること。ただし，業務対

象設備の付属品として設置されている物は，発注者の了承を得て使用できる。 

（４）測定及び試験器具は適正な物を使用し，測定の目的，内容等に合った方法，条件等
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を考慮し，確実な測定を行うこと。 

（５）建物の維持管理に必要な消耗品・雑材料等（フィルター，管球等）は美術館の負担

とすること。 

（６）停電作業を伴う業務により，電力及び用水等が供給できない場合は，発注者に事前

に報告し，発注者の指示によること。 

（７）業務の履行に当たり，発注者より貸与する電気・機器設備図及び衛生設備図並びに   

  仕様書等を事前に十分検討すること。 

（８）貸与された関係図面等は，整理し保管すること。 

（９）仕様書及び関係図面を業務の履行に使用する以外の目的で第三者に使用させてはな

らない。ただし，これらの発注関係図書が市販されている場合又は発注者の了承を得

た場合はこの限りではない。 

（10）① エネルギー管理員を選任し，エネルギー管理士を参画させ，組織的にエネルギー   

の使用の合理化を図ること。 

② エネルギー管理員の職務 

ア 燃料等の使用の合理化に関し燃料等を消費する設備の維持 

イ 燃料等の使用の方法の改善及び監視並びに燃料等の使用の合理化に関する設 

備の維持の業務の管理 

ウ 電気の使用の合理化に関し電気を消費する設備の維持 

エ 電気の使用の方法の改善及び監視並びに電気の使用の合理化に関する設備の 

維持の業務の管理 

オ エネルギー使用の合理化に関する法律第 25 条第 2項の報告に係る書類の作成 

及びエネルギー使用の合理化に関する法律施行規則第 10 条の報告書の作成 

③ エネルギー管理員の義務 

ア エネルギー管理員は，その職務を誠実に行うこと。 

イ 発注者は，エネルギーの使用の合理化に関し，エネルギー管理員の意見を尊   

重しなければならない。 

ウ エネルギー管理員は，職務上，必要不可欠な事項について発注者に指示する  

ことができる。 

(11) 省エネルギーに関する中長期計画書作成時にはエネルギー管理士を選任し，参画させ

ること（エネルギー使用の合理化に関する法律第１４条第２項） 
 
５ 常駐警備及び巡回警備業務 
 
５-１ 業務日及び業務時間 
（１）事業者は美術館敷地内における火災，盗難，不正，不法行為，その他災害の予防，

防止，早期発見を行い，人身の安全と財産を保護するため，別紙８「基本事項」を遵

守し，常駐警備及び巡回警備業務（以下「業務」という。）に支障がないよう休憩，仮

眠を取り，別紙９「勤務シフト表」のとおり，５-２に係る事項を行うこと。 
（２）事業者は業務の遂行に当たり，開館中の主たる時間中，業務を統括する者を１名常

駐させ効率的な管理体制のもと責任を負うこと。 
なお，公休等で業務を統括する者が不在の場合は，代行者を配置すること。詳細に

ついては，発注者の指示に従うこと。 
（３）発注者は，都合によりポスト数に増減が生じる場合は，その都度指示する。 
（４）年間契約基準日数は通常開館日２４９日，夜間開館日５０日，休館日６６日とする。 
 
５-２ 業務概要 
（１）警備体制 

① 巡回を含んだ常駐警備を行い，美術館地下 1 階中央管理室（以下「中央管理室」と   
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いう。）を警備本部として，全警備員と連絡が保たれ，警備の状況を完全に把握す   
る体制を整えること。 

② 館内に常時，休憩者･仮眠者を除き３名以上の警備員を配置すること。 
（２）常駐警備（中央管理室における防災警報盤等の監視，操作業務） 

① 中央管理室内の防災警報盤・室内表示設備等の監視と操作を行うこと。 
② 異常発生時においては，異常内容と発生場所を確認の上，発注者の指示に従い， 

緊急対処を行うこと。 
③ 火災，地震等災害発生時には，発注者の指示に従い，非常放送を実施すること。 

（３）出入管理業務 
別紙 10「出入管理業務要領」によること。 

（４）鍵管理業務 
別紙 11「鍵管理業務要領」によること。 

（５）立哨及び動哨，案内業務 
① 開館中の主たる時間中，発注者が指示する場所で入館者及び来館者への案内業務等

を実施し，危険防止のために適切な処置をすること。 
② 不審物，不審者の発見監視に努め，事故の発生防止を図ること。 

（６）巡回警備 
別紙 12「巡回警備要領」によること。 

（７）交通規制警備 

美術館西ゲートより入構しようとする車輌に対し，入館の用件，用務先等を確認の 

上，入館者確認簿に必要事項を記載させ，各車輌に応じた駐車場所へ適宜誘導するこ

と。 

また，退館時には入館者確認簿に必要事項を記入させること。 

なお，詳細は発注者と事業者の協議の上，実施すること。 

（８）異常発生時対応 

別紙 13「異常発生時の対応について」によること。 

（９）自衛消防訓練の実施 

  自衛消防訓練の立案，発注者及び消防機関との調整を図り定期的に訓練を実施するこ

と。 

（10）救護室の運用 

  別紙 14「救護室の運用基準」によること。 

（11）案内係の採用 

  別紙 15「案内係要領」によること。 

 

５-３ 警備員等の届出資格等 

（１）事業者は警備業法上の認定取得を有していること。 

また，業務が開始される前に，業務に従事させる警備員の履歴書，健康診断書の写し

を発注者に提出し，事前に了承を得ること。 

（２）配置する警備員（業務を統括する者を含む）は警備業務経験を２年以上有し，上級

救命講習の修了証の交付を受けた者（救命技能認定者（ＡＥＤ実技講習含む））であり，

かつ事業者が正規に雇用した者（正社員）であること 

   また，臨時雇用の警備員（社会保険及び雇用保険に加入していない者）は従事させ

ないこと。 
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（３）（２）は契約期間中に警備員の変更があった場合も準用すること。 

（４）警備員は配属時に以下の表の資格を保有していること。 

対象 資格 

業務を統括する者 
警備員指導教育責任者 

施設警備業務２級検定 

業務を統括する者を含む全警備員 

防災センター要員講習修了者 

自衛消防技術認定者 

救命技能認定者（ＡＥＤ実技講習含む）

全警備員の内１名以上（個別でも可） 
交通誘導警備業務 2 級検定 

雑踏警備業務２級検定 

全警備員の内２名以上 
応急手当普及員 

接遇検定２級以上 

（５）配置する警備員は，警備能力及び警備に対する知識が豊富であり，身体強健で誠実

に業務を遂行できる者であること。 

５-４ 検査等 

事業者は，警備日誌を業務終了後，毎日発注者に提出し，了承を得ること。 

 

５-５ その他 

（１）事業者は業務の重要性を十分理解し，不測の事態の発生防止等に 善の努力をする

こと。 

（２）事業者は本書に明示なき事項であっても，業務遂行に必要と判断した事項について

は，事業者の責任において実施すること。 

（３）事業者は本件業務契約締結後，速やかに，夜間警備時の防火体制の確認及び訓練を

実施し，発注者に報告すること。 

また，半年をめどに再度訓練を実施し報告すること。 

（４）事業者は警備員の過失による事故の発生については，損害賠償の責を負うこと。 

（５）発注者は事業者に常駐警備に必要な施設として，場所及び警備に必要とする機器の

設置場所を無償で提供する。 

（６）事業者は業務の遂行に当たり，警備業法で定められている必要な備品等については

事業者の負担により用意すること。 

（７）新たに配置する警備員は１か月以上の研修期間を設けることとし，当該費用は事業

者の負担とすること。 

（８）全配置ポストで業務用無線機（出力５W）を所持することにより，ポスト間の円滑な

情報交換に努めるとともに，緊急事態発生時の通報及び連絡手段とすること。 
また，使用する簡易無線機は，美術館が所有ずる簡易無線機と仕様を統一し，通信

ができること。 
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６ 運営支援業務 
 

６-１ 業務日及び業務時間 
（１）業務責任者及び受付業務 
  ① 通常開館日（火・金を除く全ての日）：９時００分から１８時３０分 
  ② 夜間開館日（金）：９時００分から２０時３０分 
（２）看視・発券・検札等業務 

① 通常開館日（火・金を除く全ての日）：９時３０分から１８時３０分 
 ② 夜間開館日（金）：９時３０分から２０時３０分 
   

６-２ 配置ポスト数（全ポスト数を常時充足可能な人員数を配置すること） 
（１）業務責任者：１名 
（２）受付業務：６ポスト 
   業務の遂行に当たっては，開館中，業務責任者を１名常駐させ，効率的な管理体制

のもと，責任を負うこと。 
なお，公休等で業務責任者が不在の場合は，代行者を配置すること。 

   ※いずれの場合も業務を統括する者はポスト数に含める。 
（３）看視・発券・検札・図録販売業務：１５ポスト（内訳は別紙 18 看視等ポスト要領を

参照すること） 
   ただし，看視・発券・検札等業務（以下「業務」という。）の遂行に当たり，業務時

間及び前後３０分の間，業務主任者及び各業務を統括する責任者１名を常駐させ，

効率的な管理体制のもと，責任を負うこと。 
なお，公休等で責任者が不在の場合は，代行者を配置すること。 

 
６-３ 業務概要 
（１）業務責任者 
  ① 運営支援業務全体における管理・監督・指導 
  ② 関係各所との連絡・調整 
  ③ 緊急時の対応・処置 
  ④ その他発注者の指示による業務 
（２）受付業務 
  ① 観覧者及び来館者の応対及び案内（英語による応対及び案内を含む） 

② パンフレット等の整理・配付 
③ 不審者・不審物等の発見及び通報 
④ 車椅子・ベビーカー等の貸し出し 
⑤ 拾得物・遺失物の一次対応 
⑥ 必要に応じた清掃等 
⑦ 開館前の業務についての準備，閉館後の整理 
⑧ コインロッカーに入らない荷物のお預かり（原則として２ポスト勤務の受付のみ） 
⑨ コインロッカーご利用のお客様を対象とした両替（原則として中央受付のみ） 
⑩ 企画展前売券の販売（原則として中央受付のみ） 
⑪ 販売に際しては，事業者が釣り銭を用意すること。 

また，一週間分の販売枚数と売上を毎週火曜日に報告し，前売券販売終了後，売上

金・前売券残券と共に，販売に関する報告書の提出を行うこと。 
⑫ 当該業務の履行により，他の業務の履行に支障をきたす可能性がある場合，事業者

は発注者と協議の上，当該業務の履行を取りやめることができる。 
⑬ コインロッカー室両替機の整備・管理（両替金の準備並びに補充を含む）及びチラ

シの補充等チラシ台の整備管理 
⑭ その他発注者の指示による業務 
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（３）看視・発券・検札等業務 
  業務の遂行に当たっては，細心の注意を払い，美術館内の安全・秩序の維持を図り， 

観覧者へのサービス，美術作品等の保護，盗難及び火災やその他の事故の防止，健全 
な管理運営に寄与するよう努め，以下の業務を行うこと。 
また，事故発生時は発注者及び統括管理者・警備・設備等の各担当者との連携を図 

り，適切な措置を行うこと。 
① 看視業務 

   ア 原則として展示室内の定位置から美術作品や備品等の盗難，汚損等の防止をする

ための看視及び観覧者に対する注意 
   イ 不審者・不審物等の発見及び通報 
   ウ 観覧者の応対（英語による応対を含む） 
   エ その他発注者の指示に基づく対応 

② 発券業務 
   ア 入場券の販売，集計及び収入金の管理及び報告 
     なお，入場券の販売に当たり，事業者が両替済みの釣り銭を用意すること。 

また，報告は当日分を翌日午前中に，金曜日・土曜日・日曜日の３日分は月曜日

の午前中に行うこと。販売に関する報告書・入場券・半券・招待券なども同様と

すること。 
   イ 団体入場者の整理及び記録 
   ウ 不審者・不審物等の発見及び通報 
   エ 観覧者の応対（英語による応対を含む） 
   オ その他発注者の指示に基づく対応 

③ 検札業務 
   ア 入場券半券及び無料券等の回収及び整理，集計及び報告・記録 
   イ 会場内の案内及び再入場の制止 
   ウ 不審者・不審物等の発見及び通報 
   エ 観覧者及び来館者の応対（英語による応対を含む） 
   オ その他発注者の指示に基づく対応 

⑤ 図録の販売業務 
   ア 図録の販売，集計及び収入金の管理及び報告 
     なお，販売に際しては事業者が両替済みの釣り銭を用意すること。 
     また，報告は当日分を翌日午前中に，金曜日・土曜日・日曜日の３日分は月曜日

の午前中に，販売に関する報告書提出と共に行うこと。 
   イ その他発注者の指示に基づく対応 

⑥ アンケート収集業務 
ア 特別展及び共催展（年６回程度）の開催期間中において，美術館が作成したアンケ

ート票（別紙 19）又は美術館が必要に応じて別途作成したアンケート票を観覧者

に配布し，アンケート票を収集すること。 
イ 事前に美術館と協議し，実施計画を作成した上で，アンケート配布，収集を行うこ

と。 
ウ アンケート配布に当たり，必要に応じて美術館が指示する構成比（男女等）で配布

を行うこと。 
エ 収集したアンケート票は，速やかに美術館に提出すること。 
オ アンケート調査の実施日は，各展覧会について４日間（平日２日，休日２日） 

とする。 
カ アンケートを実施する者を１名配置すること。 

⑦ 付帯業務 
   ア 開館前の３０分間を開館準備業務に，各業務終了後から業務時間終了時までを閉

館整理業務に充てること。 
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   イ 開館準備業務及び閉館整理業務とは，開館前の各業務についての準備，清掃等作

業及び業務時間終了後の整理作業のことをいう。 
   ウ 発注者が指定する展示室・休憩室等の床のモップ清掃，展示ケース・扉のガラス

拭き上げ，検札・券売カウンター等の雑巾清掃，ゴミ等回収作業（以下「清掃等

作業」という。）を開館前に必ず行うこと。 
なお，必要に応じて適宜，清掃等作業を行うこと。 

   エ ＩＣカード発行機の売上管理。釣り銭の用意・補充，２週間毎の集計作業及び報

告書の作成等。 
   オ 来館者からの美術に関する質問について，可能な限り答えることができるように

すること。 
 
６-４ 業務要員の資格 
（１）業務責任者 
 ① 同種施設での当該業務に類似する業務において，１年を超える統括責任者の経験又 

は３年を超える部門責任者の経験を有する者であること。 
   ② ①の事項は，契約期間中に業務責任者の変更が生じた場合も準用する。 
（２）受付業務 

① 業務に従事する者は，外国人対応があるため，当該業務を十分に遂行できる英語力 
を有した者を配置すること。 

② ①の事項は，契約期間中に業務要員の変更が生じた場合も準用する。 
（３）看視・発券・検札等業務 

① 各業務の内容により，警備業法第２条「対象施設における盗難等事故の発生を警戒 
し防止する業務」の適用を受ける業務があるため，当該認定を受けた者で，かつ，

警備業法上の教育等の研修を終了した者を業務に従事させること。 
② 雑踏警備２級を有する者を在籍させ，展示室内混雑時あるいは入場待ち列発生時 

においても混乱や事故の発生しないよう努めること。 
③ ①から②の事項は契約期間中に業務要員の変更が生じた場合も準用する。 

 
６-５  備品・資機材の用意 
（１）全配置ポストで業務用無線機（出力５Ｗ）を所持することにより，ポスト間の円滑

な情報交換に努めるとともに，緊急事態発生時の通報・連絡手段とすること。 
また，使用する簡易無線機は，美術館が所有ずる簡易無線機と仕様を統一し，通信

ができること 
（２）従事者全員に黒系スーツを着用させ，国立新美術館のイメージを損ねることのない

一体感を持った清潔な身なりで業務に当たること。 
（３）パソコン並びにコピー機を事務室に用意し，報告書類等の必要書類の作成に使用す

ること。 
（４）これらは全て事業者が負担すること。 
 
６-６  検査等 
（１）業務終了後，発注者の指示する業務日誌に必要な事項を記入し，発注者に報告の上，

確認を受けること。 
（２）毎日の観覧者数及び入場料を集計の上，発注者の指示する観覧者日計表等に記録し，

発注者に報告し，確認を受けること。 
なお，観覧者数については，原則として当日に報告を行うこと。 

（３）毎日の入場料金については，発注者・事業者において確認後，引渡しを行うこと。

（４）事業者は，現金の取り扱いについて，発注者に引き渡すまで，細心の注意を払い，    
現金の亡失，盗難のないよう十分な注意し，保管すること。 

（５）（４）においての管理責任は事業者とする。 



 16

６-７  その他 
（１）事業者は業務の重要性を十分理解し，不測の事態の発生防止等に 善の努力をする

こと。 
（２）事業者は本書に明示のない事項であっても，業務遂行に必要と判断した事項につ

いては，事業者の責任において実施すること。 
 

７ 講堂・研修室等における管理・運営業務 
 
７-１ 業務日及び業務時間  
（１）通常業務日（金を除く全ての日）：９時３０分から１８時３０分 
（２）夜間開館日（金）：９時３０分から２０時３０分 
（３）休業日： 年末年始を含む１４日間は，メンテナンス期間とし休業日とする。 
（４）業務時間中，技術者を２名常駐させ効率的な管理体制のもと業務を行うこと。 
（５）勤務予定者が事故等にあった場合は，代替要員を確保し，当該業務に支障がない 

ように留意すること。災害事故等の緊急時は，発注者の指示に従い，業務要員の勤

務時間の延長及び休日勤務を行うこと。 
なお，これに係る経費は当該契約と別とする。 

（６）２名出勤日が特定の月に集中した場合，事業者は発注者と協議し，休業日を設け

ることができる。 
 

７-２ 施設概要 
 （１）３Ｆ講堂     延床面積：約３５０㎡，収容人員：３００名 
 （２）３Ｆ研修室Ａ～Ｃ 各室延床面積：約６０㎡ 

 
７-３ 業務概要 
   当該業務は，美術館内の講堂や研修室を使用する発注者又は使用者（以下「使用者」

という。）に対して，備品管理業務及び使用者調整業務，映像・音響機器・照明設備

（以下「音響設備」という。）のオペレーション業務，点検業務を以下のとおり行う

ものである。 
（１）備品管理業務 
   美術館の講堂・研修室の什器・音響設備に係わる備品等について，別紙 20「備品

リスト」を参照し，備品の受払及び保全管理を行うこと。   
なお，詳細については以下のとおりとすること。 

① 別紙 20「備品リスト」は，主に講堂内等においてのオペレーションに使用する 
常設機材を含む「オペレーション用備品リスト」と，主に講堂を含むその他の場 
所において貸出等に供するための什器等を含む「その他備品リスト」に分割し， 
使用者の用途に応じた円滑な対応ができるよう，効率的な備品の管理体制を構築 
すること。 

   ② 別紙 20「備品リスト」については，美術館から提供する什器・音響設備に係る 
備品の受払状況に応じて発注者と協議の上，随時更新を行うこと。 

   ③ 美術館から提供する備品の受払を円滑に行い，当該備品の使用及び保全状況に 
     ついて管理を行うこと。 
   ④ 使用者が持ち込む物品等（会場設営用の大道具，什器，看板等）については設 

置場所，保管場所を指定し，施設等を破損，汚損等が生じない部材を使用して 
いることの確認を行うこと。 

⑤ 使用者が持ち込む機材（ＡＶ機器，照明機器，パソコン等）の出入，受払の管 
理を行い，使用状況及び施設への影響等を監視し，適切な指導を行うこと。 

   ⑥ 持ち込み機材・物品等は使用後の撤収の確認を行うこと。 
   ⑦ 管理対象の備品を組み合わせて使用した際に発見された不具合においては，原 
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     因箇所を備品単位に特定し，速やかに発注者に報告すると共に不良備品の復旧 
     に向けての調整を行うこと。 
 （２）使用者調整業務 

① 講堂・研修室の使用者と事前に音響設備・備品の使用状況について打ち合わせを

行い，音響設備・備品等の使用に関して適切な指導・提案及び音響・映像・演出

照明の調整などの技術的提案提示を行うこと。 
② 使用者の持ち込む機材・映像・音響媒体（ＶＨＳ，DVD，ベータカム，ＭＤ， 

ＣＤ，ＨＤ－ＣＡＭ，β－ＣＡＭ，ブルーレイ，ＤＶＤ－Ｒ，ＳＤ，ＣＦ，ＣＤ

－Ｒ等）に対して，当館の備品設備との互換性，利用条件等を説明すること。 
③ 各使用者の講堂・研修室に関する使用時間管理を行うこと。 

 （３）映像・音響機器，照明設備オペレーション業務 
    使用者の要求に合わせて「オペレーション用備品リスト」の機器を総括的に活 

用し，使用者の要望に応えるシステム環境を整備し，操作すること。 
    なお「オペレーション用備品リスト」以外の発注者所有の備品及び，使用者が 

持ち込む機材においては当該業務の対象としないこと。 
 （４）映像・音響・備品等の点検業務 
   ① 講堂の常設機器（別紙「オペレーション用備品リスト」及び別紙 21「システ 

ム系統図」参照）において，別紙 22「日常点検表」の通り点検を行い，1 回／    
月，発注者へ報告書を提出すること。 

 （５）その他 
技術者は，講堂・研修室において，（１）～（４）の業務に支障のない範囲で，  

発注者の指示する什器設置作業を行うこと。 
 
７-４ 条件・資格 
（１）モノラル４０ｃｈ／ステレオ８ｃｈ以上の音響調整卓操作を行った実務経験を３

年以上有する技術者を配置すること。 
（２）デジタル１６ｃｈ以上の音響調整卓操作を行った実務経験を３年以上有する技術

者を配置すること。 
（３）４８ｃｈ以上の照明調光卓操作を行った実務経験を３年以上有する技術者を配置

すること。 
（４）２００Ａ以上の照明用電源の容量を有する施設において，安全で効率的な照明用

機器の運用を行った実務経験を３年以上有する技術者を配置すること。 
（５）ビデオ映像やＰＣ画像及びイトーキ製２画面同時操作ソフト「マルチ表示装置 

(Real Ｍulti XDL)」を使用し 200 インチ大型スクリーンへ投影操作ができること。 
 （６）３００人着席可能な会場の常駐オペレート，管理運営業務の実務経験を３年以上 

有する技術者を配置すること。 
 （７）使用者の要望で発注者が許可をした場合に限り，ＮＥＣ製プロジェクタ「ＨＬ 
   １２０００ＨＤ」に，新たな信号リストを追加・調整し使用後の削除が可能である

こと。 
 
７-５ 検査等 
 業務終了後，日誌に必要な事項を記入し，発注者に報告の上，確認を受けること。 

 
７-６ 別途除外事項 

 （１）複数名での作業が必要な什器（椅子・机・テーブル・ステージ等）の設営，撤去 
作業。 
なお，発注者の都合によりポスト数の増減が生じる場合は，その都度指示し，必   

要な技術者については，発注者が２週間前までに指示する。 
また，これに係る経費は当該契約と別とする。 
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 （２）複数名での作業が必要な音響設備のオペレーション作業。 
なお，発注者の都合によりポスト数の増減が生じる場合は，その都度，発注者よ

り指示し，必要な技術者については，発注者が２週間前までに指示する。 
また，これに係る経費は当該契約と別とする。 

（３）同一日，同一時間の講堂及び異なる研修室で作業時間が重複した場合，作業場所

の優先順位については，発注者の指示に従うこと。 
なお，発注者の都合によりポスト数の増減が生じる場合は，その都度指示する。 
また，これに係る経費は当該契約と別とする。 

（４）別紙 20「備品リスト」以外の備品についての，設営撤去作業。 
（５）故障機器の修理。 

 （６）当該業務に必要な消耗品等。 
 

８ 緑地管理業務 
 

８-１ 業務日及び業務時間 

業務日については，基本的に休館日（火曜日）に行うこと。 
 

８-２ 業務概要 

（１）事業者は美術館の緑地管理業務（以下「業務」という。）について別紙 23「植栽計

画図」，別紙 24「緑地管理工程表」，別紙 25「灌水エリア全体図」及び９-３に基づ

き実施すること。 

（２）事業者は本書に記載のない事項であっても，美術館が美観上，衛生上又は建物の

管理上必要と認めた箇所，その他軽微なものについても実施すること。 

 

８-３ 業務方法   

（１）剪定刈込（生垣・灌木・地被類につき年２回，高木・既存の大径木につき２年１

回） 

① 基本的に自然景観を維持し，樹木の成育や，他の植物への成育阻害，施設や人的 

な部分に支障をきたす場合に人工的な手入れを行うこと。 

② 花卉については，萌芽・開花時期など樹種特性を考慮し着手すること。 

③ 高木と既存の大径木については定期管理に含むこと。 

また，常緑樹は夏季に行い，落葉樹は冬季に１年に総数の半分ずつ行うこと。 

④ 生垣や灌木類の刈り込み後のササクレ枝等は剪定鋏にて切戻しを行うこと。 

⑤ 地被類は単に刈り込み（刈戻し）だけでなく，枯葉，花殻摘み及び花軸の切戻し

等，手入れを行うこと。 

（２）屋上モウソウチクの根切り作業を行うこと（年１回）又，必要に応じて支柱の補 

強を行うこと。 

（３）病害虫防除（高中木類，生垣，灌木，地被類につき年３回） 

① 薬剤（殺虫・殺菌）は基本的に乳剤・水和剤系を上茎部（幹・枝・葉）に散布し， 

点着剤を使用すること。 

② 根茎部より樹幹内部に吸収させる場合や，病虫害の種類によって必要とする場合，

粒状肥料に切り替えることも検討すること。 

③ 薬剤の取扱いに関しては，「農薬管理指導士」のもと農薬取締法・薬剤メーカー 

の定める使用法に準じて的確な希釈倍率にて毒性の安全基準を厳守すること。 

④ １階外構においては，軽トラックもしくは２ｔ車程度に動力噴霧器とタンクを積 

載し，高中木類はジェット式，灌木地被類は噴霧式にて散布を行うこと。 

⑤ 屋上においてはその施工性から，台車に機材を積載し又は肩掛け式噴霧器で散布

すること。 



 19

⑥ 薬剤散布は人出の少ない早朝及び休館日に行うものとし，日時については発注者 

と協議の上，実施すること。 

また，散布の際は誘導員を配置し，作業中通行人が通過する際は声を掛け，通行

人が通り過ぎるまで一時手を止めること。 

⑦ 実施に先立ち対象樹木の種類，病害虫の種類，使用薬剤，薬剤の使用方法，実施

日，天候の状況及び施設利用者，周辺歩行者，近隣への周知徹底の方法等につい   

て発注者と十分協議し，計画的に実施すること。 

（４）施肥（高中木類，生垣，灌木，地被類につき年１回） 

① 窒素（Ｎ）・燐酸（Ｐ）・加里（Ｋ）分の充実した「粒状化成肥料」の散布を行う 

こと。 

② 樹木の状態を常に把握し，Ｎ／Ｐ／Ｋの比率を考慮した「化成肥料」の選別を行 

うこと。 

③ 竹類については，ケイ酸肥料（ケイカル）の使用も検討すること。 

④ 緊急を要する際は，液肥による葉面散布や活力剤の投与も検討すること。 

（５）除草（植込地内につき年４回） 

① 手取除草を基本とし，鎌や除草器具を使用すること。  

② 植込み裸地部や低木・地被部は極力雑草根部まで完全に除去するよう心がける 

こと。 

③ 雑草は，極力結実期以前に種子がこぼれないように除去すること。 

④ あまりに細かい（若い芽）雑草においては刈り取るか，若干成長させてから根こ 

そぎ抜き取ること。 

（６）芝生管理（除草：年４回，芝刈：年４回，薬剤散布：年２回，目土：２年１回） 

① 基本的に広い面積地は芝刈り機，狭い面積地は肩掛け式刈り掃い機を使用するこ 

と。 

② 気象条件や生育状況を踏まえ，芝の刈り高をその都度，設定すること。 

③ ヨトウムシ・コガネムシ等の幼虫及び芝生特有の病気（菌感染）を考慮し，殺虫・ 

殺菌剤を状況に応じ使い分け使用すること。 

④ 施肥，除草に関しては，（４），（５）を準用すること。 

⑤ 目土は，３年に１回行うこと。 

 （７）植栽への散水作業 

 自動灌水装置が入っていない箇所については，別図において（別紙３灌水エリア 

全体図）手撒き灌水を開館前までに行うこと。 

   ① 夏季（７月～９月）：１回／日，水撒きを行うこと。 

   ② 夏季以外の時期（１２～３月を除く）：２回／週，水撒きを行うこと。  

 （８）自動灌水管理（年４回） 

① 定期管理作業実施時に灌水ホースの劣化・損傷等を確認し発注者に報告すること。 

② 定期管理作業実施時に灌水不足・過多等を確認し，報告並びに灌水量の設定変更 

をすること。 

また，夏場など自動灌水で補えないような状況が発生した場合には，定期作業に

支障のない範囲で手撒き補助灌水の実施，もしくは必要性を報告すること。 

③ 季節の変わり目に客土の保湿状況・植物の状態を確認しながら，自動灌水装置の 

ヘッドコントローラープログラミング（水量設定）を実施すること。 

（９）その他 

① 本管理作業により，発生した枝・草・芝カス等は，作業毎に速やかに場外搬出し，

適切に処理すること。 

② 巡回点検時や作業等に樹木の異常が発見された場合は，所属する樹木医による診

断や，植栽基盤診断士による土壌の判定など，専門知識を有する者が対応し，状

態の改善に努めること。 

③ 台風や強風などによる緊急時の被害については，速やかに状況の確認を行い，対
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策を行うこと。 

 

８-４ 管理責任者の届出 

事業者は業務の遂行に当たり，契約履行の内容，作業員の指揮監督及び関係部署

との連絡調整等について統括できる造園技術員（以下「管理責任者」という。）を定

め，発注者に届け出ること。管理責任者は一級造園施工管理技士の資格を有してい

ること。 

 

８-５ その他   

（１）作業は建物・備品等の破損及び汚損等がないよう，十分注意し丁寧に行うこと。

なお，建物・備品等を破損又は汚損した場合は，賠償責任を負うこと。 

（２）使用する資機材は，あらかじめ発注者の了解を得，作業内容並びに材質に適した

ものを使用すること。 

（３）事業者が業務を行うために必要とする機材及び消耗品は，事業者が負担すること。 

 

９ 国立新美術館清掃業務 
 

９-１  業務概要     

     建物清掃に当たっては，指定箇所の日常及び定期並びに特別清掃（以下「業務」と 

いう。）を主な業務とし，良好な環境衛生の維持と建材の保全については，「建築物

における衛生的環境の確保に関する法律」（以下「ビル管理法」という。）を遵守し，

安全管理に万全を期するため，清掃基準を定め，業務を遂行すること。 

    なお，業務の履行確認に当たり，清掃基準表を基に自主検査チェックリストを作成 

し，有資格者（清掃管理評価者）による品質管理を行うこと。 

 

９-２ 基本方針 

（１）事業者は，ビル管理法に定める清掃作業従事者研修指導者（企業内教育責任者）の 

行う講習を修了した者を従事者として配置すること。 

なお，配置前に発注者の承認を得ること。 

（２）業務の責任者は，ビルクリーニング技能士の資格を有し，かつ清掃業務３年以上の  

  実務経験を有する者を選任し，発注者と連絡等が取れる体制を確立するものとする。 

また，業務に関する一切の責任事項を処理すること。 

（３）業務の遂行に当たっては， 適の清掃資機材・ケミカル類を使用することとし，あ 

らかじめ発注者の検査・承認を受けること。 

（４）床面・衛生陶器については，石油化学系の洗剤を用いることを不可とする。 

（５）高所作業については，労働安全衛生規則等を遵守し，安全管理の万全を期し，発注 

者の指示により業務を遂行すること。 

（６）事業者は，清掃の状況並びに勤務の状態を把握し，発注者との連絡を密にするとと

もに，清掃業務の空白を生じないように心がけること。 

（７）発注者は本書に規定された業務を，定期的に検査し，事業者は品質の向上に努める

こと。 

（８）本書に記載のない事項でも，美観上，衛生上又は建物の管理上，発注者が必要と認

めた箇所，その他軽微なものについても発注者の指示により，事業者は業務を実施す

ること。 

（９）業務に必要な備品，消耗品は事業者で負担すること。 

  なお，衛生消耗品（トイレットペーパー，ごみ袋，水石鹸，サニタリーバッグ，三角 

コーナー用水切り袋）は，発注者で負担する。 

９-３ 一般注意事項 



 21

（１）建物の公共性を認識し，利用者に十分配慮するとともに，発注者の業務に支障をき 

  たさないように努めること。 

（２）拾得物は，直ちに発注者に届け出ること。 

（３）業務中，建物等に破損個所を発見した場合は，直ちに発注者へ連絡すること。 

（４）借用した鍵は慎重に取り扱い，発注者の指示に従い，必要な時間と場所に限って使 

用すること。 

 

９-４ 業務上の注意事項 

（１）発注者より不適当な箇所を指摘された場合，直ちに手直しを行うこと。 

（２）業務中は，特に火災，盗難，その他の事故防止に十分注意し，建物及び第三者に対 

し損害を与えた場合は，事業者が責任を負うこと。 

（３）その他 

  ① 事業者は，実施に先立ち従業員名簿及び清掃作業計画書を発注者に提出し，承認を 

受けること。 

  ② 従事者は法令に定められた健康診断を受診した者とし，必要ある場合は，特別な健 

康診断を受けること。 

③ 責任者は，業務日報を作成し，発注者に提出すること。 

④ 本書に定めていない事項については，発注者と協議の上，定めること。 

 

９-５ 清掃の範囲 

（１）日常清掃 

① 共用部分 別紙 26 清掃仕様及び清掃図面のとおり 

② 専用部分（室内）別紙 26 清掃仕様及び清掃図面のとおり 

（２）定期清掃 別紙 26 清掃仕様及び清掃図面のとおり 

（３）ガラス清掃 別紙 26 清掃仕様及び清掃図面のとおり 

 

９-６ 作業時間 

（１）日常清掃 

① パブリックエリアは午前６時３０分から午前９時３０分の間に行うこと。見回り点

検は，開館時間の間で適正な間隔により行うこと 

    なお，発注者が早急に必要と指示した場合は上記以外の時間においても清掃を行う 

こと。 

また，バックヤードエリアは午前７時００分から午前１０時００分の間に行うこと。 

  ② 専用部（室内）は午前７時００分から午前１０時００分の間に行うこと。ただし，

４階専用部（執務室）午前７時００分から午前９時３０分の間に行うこと。 

また，別館については，午後５時００分から午後６時００分までに作業を行うこと。 

（２）定期清掃 発注者が指定する日の午前８時００分から午後５時００分の間に行うこ 

と。 

（３）ガラス清掃 発注者が指定する日の午前８時００分から午後５時００分の間に行う 

こと。 

（４）企画展示室清掃 発注者が指定する日の午前８時００分から午後５時００分の間に 

行うこと。 

 

10 廃棄物処理業務 
 

10-1  収集作業場所   

東京都港区六本木７－２２－２ 国立新美術館ゴミ置場１，資源ゴミ置場（別紙 27 図

面参照） 
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10-2  処理作業日 

  国民の祝日に関する法律第３条による休日及び当館の休館日（１２月２９日から１月 

１日まで）並びに土・日曜日を除く日とすること。 

なお，詳細は別途協議の上，決定すること。 

 

10-3  処理作業時間 

  午前８時３０分から午後５時００分までとする。ただし，やむを得ない場合はこの限 

りではない。 

なお，詳細は別途発注者と協議の上，決定すること。 

 

10-4 数量の計算方法 
  原則として４５ℓ袋＝１０㎏，７０ℓ袋＝１５㎏，９０ℓ袋＝２０㎏とし，その重量を超

える場合は，その重量とすること。 
また，廃棄物の性質上，重量で計ることができないものは，１㎥＝２５０㎏を基準と

して重量に換算すること。 
 
10-5 情報の提供 
（１）発注者は，委託する産業廃棄物の種類，数量，性状，（形状，成分，有害物質の有無

及び臭気）荷姿，取扱う際に注意すべき事項等の必要な情報について，別途「廃棄物

データシート」により事業者に提供する。 
（２）事業者は，（１）で提供された情報が廃棄物を適正に処理するためには，情報不足で

あると判断した場合，発注者に廃棄物データシートの追記を要求するものとする。 
（３）発注者は，契約後に（１）及び（２）で提供した情報に変更が生じた場合は，速や

かに変更後の廃棄物データシートを事業者に再提供しなければならない。 
 
10-6 事業者の事業範囲の明示 
 事業者は，事業範囲を証するものとして，以下に示す許可証の写しを発注者に示し，

契約書に添付すること。 
なお，許可事項に変更があったときは，速やかにその旨を発注者に通知すると共に，

変更後の許可証の写しを契約書に添付すること。 
（１）一般廃棄物は，港区長が発行する「一般廃棄物収集運搬業許可証」 
（２）産業廃棄物は，東京都知事が発行する「産業廃棄物収集運搬業許可証」及び「産業

廃棄物処分許可証」 
 
10-7 登録車両の事前報告 
  事業者の登録車両の全て又は当該業務に関係する全車両の形状・登録番号の一覧表を

発注者に示し，契約書に添付すること。 
 
10-8 処理方法の明示 
  廃棄物の種類毎に廃棄物保管場所から，中間処理， 終処分場所までの廃棄物の処理

方法，フローチャートを作成し，発注者に提出すること。 
 
 
10-9 収集運搬の作業回数及び時間帯 
  １週当たりの回収回数は，原則として以下のとおりとし，詳細については，発注者の

指示により，行うこと。 
（１） 一般廃棄物 

週４回とする。 
（２） 産業廃棄物 
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週４回とする。 
（３） 再生処理物 

週４回以上とする。 
（４） 蛍光灯 

週１回以上とする。 
（５） 作業時間帯 

午前８時００分から午後５時００分までとすること。ただし，やむを得ない場合

はこの限りではない。 
 
10-10 一般廃棄物管理表 
（１）事業者は，一般廃棄物管理票を使用する場合は，必要事項を記載し，A（排出事業 

者保管）票を除いて管理表を発注者に交付すること。 
また，事業者は，法を遵守し，一般廃棄物管理票を適正に処理すると共に，法の

定める期間までに，発注者にＤ票を送付すること。 
（２）一般廃棄物管理票は，発注者（Ａ及びＤ票），事業者（Ｂ表）それぞれ５年間保管 

する。 
 
10-11 産業廃棄物管理票 
（１）排出場所である発注者は，産業廃棄物の搬出の都度，産業廃棄物管理票（以下 

「マニフェスト」という。）に必要事項を記載し，Ａ（排出事業者保管）票を除いて

マニフェストを事業者に交付する。 
（２）事業者は，廃棄物の収集を行う際，発注者立会いのもと，廃棄物の種類及び量 

の確認を行うとともにマニフェストと照合する。 
（３）事業者は，廃棄物を事業場に搬入する都度，マニフェストＢ１（収集運搬業者 

保管）票及びＢ２（運搬終了）票に必要事項を記載し，Ｂ２を運搬終了日から１０

日以内に発注者に送付すると共にＢ１票を５年間保存する。 
（４）事業者は，処分が完了したときは，マニフェストＣ１（処分業者保管）票，Ｃ 

２（処分終了）票及びＤ（処分終了）票に必要事項を記載した後，Ｄ票を処分終了

日から１０日以内に発注者に送付し，Ｃ１票，Ｃ２票を５年間保存する。 
（５）事業者は，本契約に係る廃棄物の 終処分が終了した旨が記載されたマニフェ 

ストの写しの送付を受けたときは，発注者から交付されたマニフェストに係るすべ

ての中間処理産業廃棄物について 終処分が適正に終了したことを確認の上，Ｅ票

を発注者に送付する。 
 
10-12 終処分等の確認 

事業者は，港区長の指定する処理施設（東京２３区清掃一部事務組合清掃工場）にお 
いて適正に焼却すること。 
また，一般廃棄物については運搬先の所在地（住所・地名・施設の名称など）及び処

分の方法を，産業廃棄物については 終処分の所在地（住所・地名・施設の名称など）

及び処分の方法を発注者に届け出ること。 
 

10-13  予 定 数 量 

   別添資料４ 様式集及び記載要領 3-2-28 を参照すること。 

 

10-14  処 分 方 法   

（１）対象廃棄物に応じた適正な処分を行い，処分先については中間処分先又は 終処分 

先を明確にすること。 

（２）東京都特別区内に自社施設として産業廃棄物中間処理施設を有し，廃プラスチック

類，ペットボトル，缶，ビン等の再資源化が可能なものを選別し，リサイクル処理を
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行うこと。 

 

10-15 運 搬 車 両 

（１）運搬車両は，運搬中の飛散・流出を防止するための措置を講じていること。 

（２）運搬車両は，東京都又は東京都港区に届け出た車両であること。 

なお，ディーゼル車を使用する場合は，都民の健康と安全を確保する環境に関する条

例（平成 12 年東京都条例第 215 号）に規定する，ディーゼル車規制に適合する自動車

を使用すること。 

 

10-16 処理作業要領 

（１）別紙 27 図面に示す集積場所に集積された一般廃棄物及び産業廃棄物を収集・運搬す 

ること。 

（２）運搬の都度，発注者はマニフェスト伝票に必要事項を記入して事業者に交付し，事 

業者はマニフェスト制度の手続に基づき措置すること。 

（３）処理作業に当たっては，環境保全及び発注者の業務に支障を生じないように留意し， 

廃棄物が散乱した場合は速やかに清掃すること。 

また，事故が発生した時は直ちに発注者に通知すること。 

 

10-17 監督・確認 

   収集作業の処理作業終了の都度処理作業票を発注者に提出し，その処理量について 

監督・確認を受けること。 

 

以上 

 

























































































































































































































別添資料４ 

 

 

 

 

 

国立新美術館管理・運営業務 
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１ 提出書類 

 

（１）質問書に関する提出書類（用紙は全てＡ４とする）【１部】 

様式 1-1 質問書提出届 

様式 1-2 質問書 

 

（２）入札参加表明書等（第一次審査）（用紙は全てＡ４とする）【15 部】 

様式 2-1 入札参加表明書 

様式 2-2 共同事業体構成員役割分担表 

様式 2-3 委任状(構成員→代表企業) 

様式 2-4 建築設備維持管理業務を担当する事業者の業務実績 

様式 2-5 建築設備維持管理業務責任者 

様式 2-6 常駐警備及び巡回警備業務を担当する事業者の業務実績 

様式 2-7 常駐警備及び巡回警備業務責任者 

様式 2-8 運営支援業務を担当する事業者の業務実績 

様式 2-9 運営支援業務責任者 

様式 2-10 添付資料提出確認書 

様式 2-11 共同事業体構成員変更届 

様式 2-12 入札辞退届 

様式 2-13 誓約書 

 

（３）入札書及び提案書（第二次審査）（特記がある場合を除き，用紙は全てＡ４とする） 

① 入札書【１部】 

様式 3-1-1 入札書，提案書の提出届 

様式 3-1-2 委任状（代理人） 

様式 3-1-3 入札書 

様式 3-1-4 仕様書に関する確認書 

② 提案書【15 部】 

様式 3-2-1    表紙 

様式 3-2-2～9  基礎的事項 

様式 3-2-10～12  全体計画 

様式 3-2-13～15 サービスの質の確保 

様式 3-2-16～18 統括管理業務 

様式 3-2-19～20 建築設備維持管理業務他 

様式 3-2-21～23 運営支援業務等 

様式 3-2-24～26 常駐警備及び巡回警備業務 

様式 3-2-27   業務実績 

様式 3-2-28   入札価格内訳及び単価表 

様式 3-2-29   業務別費用の内訳詳細 
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（４）落札者を決定する前に必要な書類【１部】 

様式 4 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第１５条において準用する同法第１０条８

号及び９号に規定する欠格事由の意見聴取に必要な書類 

 

２ 提案書作成上の留意点 

（１）企業名の記載 

提案書には企業名，ロゴマーク等を使用して良いものとする。 

 

（２）記載内容 

① 明確かつ具体的，簡潔に記述すること。 

② 造語，略語は，専門用語，一般用語を用いて初出の個所に定義を記述すること。 

③ 他の様式や補足資料に関連する事項が記載されているなど，参照が必要な場合には，該当するページ

を記入すること。 

 

（３）書式等 

① 各提出書類に用いる言語は日本語，通貨は円，単位はＳＩ単位とすること。 

② 使用する用紙は，表紙を含め，各規定様式を使用し，特に指定のある場合を除き，Ａ４縦長またはＡ

３横長とし，横書き片面とすること。 

③ ページ数に制限がある場合は，それを遵守すること。 

④ 図面等を除き，各提出書類で使用する文字の大きさは，原則 10.5 ポイント程度とし，左側に 20mm 以

上の余白を設定すること。 

 

（４）編集方法 

① 提案書の順序は，様式通番のとおりとし，ホチキス綴じせずクリップ留めにすること。 

② 提案書の 1項目が複数ページにわたるときは，右上に番号を付すこと。 

例)1 枚目/10 枚中，2枚目/10 枚中，・・・ 

 

（５）提出方法 

① 右下に通し番号を付すこと。 

② 指定のある様式については，Microsoft Excel 2003 を使用して作成すること。 

③ 提案書の全データが保存されている CD-R を１枚提出すること。 

④ 入札提案書は，バインダー綴じとし，正本 1部，副本 14 部，計 15 部提出すること。部数の数が分か

るように，バインダーの表紙に，通し番号を記載すること。 例：正本 1/●，副本 2/●～●/● 

 

 

 



 3

様式 1-1 

平成 年 月 日 

質問書提出届 

 

「国立新美術館管理・運営業務」の民間競争入札実施要項等について，以下のとおり質問書を提出します。 

 

 

会 社 名  

部 署  

役 職 ・ 氏 名  

住 所  

電 話 番 号  

ファクシミリ番号  

電子メールアドレス  

提出質問数 

資 料 名 質問数 備  考 

民間競争入札実施要項   

仕様書   

落札者決定基準書   

既存業務関連資料   

様式集及び記載要領   

その他   

合計   

 

※ 別添の様式により，Excel （Microsoft Excel 2003 で対応可能なバージョン）により作成して下さい。 
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様式 1-2   

平成 年 月 日 

質問書 

 

 

「国立新美術館管理・運営業務」の民間競争入札実施要項等について，以下のとおり質問事項を提出します。 

 

会社名    

部署名   

役職・担当者名    

住所   

電話番号   

ＦＡＸ番号   

電子メール   
 

Ｎｏ 資料名 頁／様式 該当箇所 タイトル 質問 

1            

2          

3         

4         

5         

＜質問例＞           

Ｎｏ 資料名 頁／様式 該当箇所 タイトル 質問 

1 

民間競争

入札実施

要項 

2 5 （１） ア ① ○○○ ○○○については，△△でしょうか。 

 

（注） 

1. 別添の様式により，Excel （Microsoft Excel 2003 で対応可能なバージョン）により作成してください。 

2. 該当箇所の記入に当たっては，数値，記号は半角小文字で記入してください。 

3. 行が不足する場合は，適宜追加してください。 

4. 本表は資料名ごとに作成し，各資料の該当箇所の順番に並べてください。 

5. 質問は No.につき，1点としてください（1つの No.に複数の質問を含まないこと） 
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様式 2-1 

平成 年 月 日 

入札参加表明書 

 

独立行政法人国立美術館 

分任契約担当役 

国立新美術館長  殿 

 共同事業体名 

  (代表者)商号又は名称 

       所 在 地               

       代 表 者 名                     ○印  

 

平成２４年●月●日付で入札公告のありました「国立新美術館管理・運営業務」に係る入札参加資格につい

て確認されたく，下記の入札参加資格確認資料を添えて申請します。 

民間競争入札実施要項に定められた入札参加資格要件を満たしていること並びにこの申請書及び添付書類

の内容については，事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

【入札参加資格確認資料 一覧】 

共同事業体構成員役割分担表 

委任状(構成員→代表企業) 

建築設備維持管理業務を担当する事業者の業務実績 

建築設備維持管理業務責任者 

常駐警備及び巡回警備業務を担当する事業者の業務実績 

常駐警備及び巡回警備業務責任者 

運営支援業務を担当する事業者の業務実績 

運営支援業務責任者 

添付資料提出確認書 

 

 

※  問い合わせ先 

   担当者   ： ○○○○ 

   部署    ： ○○○本店○○部○○課 

   電話番号  ： （代）○○－○○○－○○○○ ［（内）○○○○］ 

      ＦＡＸ番号  ： ○○－○○○－○○○○ 

      Ｅ－ＭＡＩＬ：  ○○○○○○.jp 
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様式 2-2 

平成 年 月 日 

共同事業体構成員役割分担表 

共同事業体名：[       ] 

構成員 

(代表企

業) 

 

 商号又は名称 

 所 在 地               

担当者 氏 名 

    所 属 

    電 話            FAX 

    E-mail 

＜本事業における役割＞ 

 本事業における役割を選択し，その内容を簡潔に記載してください。 

なお，一つの業務を複数の企業で分担する場合は，分担する業務の内容についても記載し

てください。 

構成員 

 

商号又は名称 

 所 在 地               

担当者 氏 名 

    所 属 

    電 話            FAX 

    E-mail 

＜本事業における役割＞ 

  

 

構成員 商号又は名称 

 所 在 地               

担当者 氏 名 

    所 属 

    電 話            FAX 

    E-mail 

＜本事業における役割＞ 

  

 
注１）構成員の記入欄が足りない場合は，本様式に準じて追加・作成すること。 

注２）本事業における役割は，次の業務を担当する者にから選択すること。総括管理業務，建築設備維持管理業務，清掃業務，廃棄物処理業務，

環境衛生管理業務，緑地管理業務，運営支援業務。なお，１社が複数の役割を兼ねることも可とする。 
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様式 2-3 

平成 年 月 日 

委 任 状 

共同事業体名：[       ] 

商号又は名称 

 所 在 地               

 代 表 者 名                                               ○印  

商号又は名称 

 所 在 地               

 代 表 者 名                                               ○印  

商号又は名称 

 所 在 地               

 代 表 者 名                                               ○印  

商号又は名称 

 所 在 地               

 代 表 者 名                                               ○印  

注１）記入欄が足りない場合は，本様式に準じて追加・作成すること。 

 

私達は，以下の企業を共同事業体の代表企業とし，「国立新美術館管理・運営業務」に関し，以下の権限を

委任します。 

 

受任者 

(代表企

業) 

商号又は名称 

 所 在 地               

 代 表 者 名                                         ○印  

委任事項 １ 入札への入札参加資格確認申請に関する件 

２ 入札辞退に関する件 

３ 入札及び提案書に関する件 
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様式 2-4 

建築設備維持管理業務を担当する事業者の実績 

事業者名：○○○○ 

施設名称 〇〇〇〇 

業務名称 〇〇〇〇施設 〇〇〇〇業務 

発注機関名 〇〇〇〇 

施設所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇 

契約金額（開示可能な場合） 〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円 

契約期間 平成〇年〇月〇日～平成〇年〇月〇日 

建物用途 〇〇〇〇 

業務内容 〇〇〇〇 

注１）建築設備維持管理業務を担当する者が複数者居る場合は，当該者ごとに本様式による資料を作成する。 

注２）記載欄の明示は記入例である。 
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様式 2-5 

建築設備維持管理業務責任者 

会社名： ○○○○ 

配置予定従事者の氏名  

資格・免許  

担当する役割  

所属・役職  

業

務

の

内

容 

施設名称 〇〇〇〇 

業務の発注者名 〇〇〇〇 

業務の受注者名 〇〇〇〇 

施設所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇 

契約期間 平成〇年〇月〇日～平成〇年〇月〇日 

総括責任者・部門責任者の別 〇〇責任者 

建物用途 〇〇〇〇 

建物規模 施設面積〇〇，〇〇〇㎡ 

1 日平均入場者数 ○○人以上 

業務内容 

 

〇〇〇〇 

注１）担当者の経験については，記載する業務の契約書等（運営事業名，契約金額，発注者，受注者の確認ができる部分）の写しを提出するこ

と。 

注２）記載欄の明示は記入例である。 

注３）資料提出時点において，配置予定の責任者を決定できないことにより複数の候補者をもって資料を提出する場合には，当該責任者の候補

者ごとに本様式による資料を作成する。 
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様式 2-6 

常駐警備及び巡回警備業務を担当する事業者の実績 

事業者名：○○○○ 

施設名称 〇〇〇〇 

業務名称 〇〇〇〇施設 〇〇〇〇業務 

発注機関名 〇〇〇〇 

施設所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇 

契約金額（開示可能な場合） 〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円 

契約期間 平成〇年〇月〇日～平成〇年〇月〇日 

建物用途 〇〇〇〇 

業務内容 〇〇〇〇 

注１）常駐警備及び巡回警備業務を担当する者が複数者居る場合は，当該者ごとに本様式による資料を作成する。 

注２）記載欄の明示は記入例である 
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様式 2-7 

常駐警備及び巡回警備業務責任者 

会社名： ○○○○ 

配置予定従事者の氏名  

資格・免許  

担当する役割  

所属・役職  

業

務

の

内

容 

施設名称 〇〇〇〇 

業務の発注者名 〇〇〇〇 

業務の受注者名 〇〇〇〇 

施設所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇 

契約期間 平成〇年〇月〇日～平成〇年〇月〇日 

総括責任者・部門責任者の別 〇〇責任者 

建物用途 〇〇〇〇 

建物規模 施設面積〇〇，〇〇〇㎡ 

1 日平均入場者数 ○○人以上 

業務内容 

 

〇〇〇〇 

注１）担当者の経験については，記載する業務の契約書等（運営事業名，契約金額，発注者，受注者の確認ができる部分）の写しを提出するこ

と。 

注２）記載欄の明示は記入例である。 

注３）資料提出時点において，配置予定の責任者を決定できないことにより複数の候補者をもって資料を提出する場合には，当該責任者の候補

者ごとに本様式による資料を作成する。 
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様式 2-8 

運営支援業務を担当する事業者の実績 

事業者名：○○○○ 

施設名称 〇〇〇〇 

業務名称 〇〇〇〇施設 〇〇〇〇業務 

発注機関名 〇〇〇〇 

施設所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇 

契約金額（開示可能な場合） 〇〇〇,〇〇〇,〇〇〇円 

契約期間 平成〇年〇月〇日～平成〇年〇月〇日 

建物用途 〇〇〇〇 

業務内容 〇〇〇〇 

注１）運営支援業務を担当する者が複数者居る場合は，当該者ごとに本様式による資料を作成する。 

注２）記載欄の明示は記入例である。 
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様式 2-9 

運営支援業務責任者 

会社名： ○○○○ 

配置予定従事者の氏名  

資格・免許  

担当する役割  

所属・役職  

業

務

の

内

容 

施設名称 〇〇〇〇 

業務の発注者名 〇〇〇〇 

業務の受注者名 〇〇〇〇 

施設所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇 

契約期間 平成〇年〇月〇日～平成〇年〇月〇日 

総括責任者・部門責任者の別 〇〇責任者 

建物用途 〇〇〇〇 

建物規模 施設面積〇〇，〇〇〇㎡ 

1 日平均入場者数 ○○人以上 

業務内容 

 

〇〇〇〇 

注１）担当者の経験については，記載する業務の契約書等（運営事業名，契約金額，発注者，受注者の確認ができる部分）の写しを提出するこ

と。 

注２）記載欄の明示は記入例である。 

注３）資料提出時点において，配置予定の責任者を決定できないことにより複数の候補者をもって資料を提出する場合には，当該責任者の候補

者ごとに本様式による資料を作成する。 
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様式 2-10  

 

平成  年  月  日 

添付資料提出確認書 

 

企業名  

添付書類 
入札参加者 

確認 

美術館

確認 

① 会社概要   

② 企業単体の貸借対照表，損益計算書，及び利益処分案（直近3期分）   

③ 連結決算の貸借対照表及び損益計算書（直近１期分）   

④ 会社定款（入札公告日以降に交付されたこと）   

⑤ 印鑑証明書（入札公告日以降に交付されたこと）   

⑥ 法人税納税証明書（入札公告日以降に交付されたこと）   

⑦ 消費税納税証明書（入札公告日以降に交付されたこと）   

⑧ 商業登記簿謄本（入札公告日以降に交付されたこと）   

⑩ 業務実績を証明できる資料（契約書の写し等）   

⑪ 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）（写）   

 

【留意事項】 

1 企業毎に本様式を使用し，提出して下さい。 

2 必要書類が揃っていることを確認した上で，「入札参加者確認」欄に「○」をつけて下さい。 
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様式 2-11 

平成 年 月 日 

共同事業体構成員変更届 

 

独立行政法人国立美術館 

分任契約担当役 

国立新美術館長  殿 

 

 共同事業体名 

  (代表者) 商号又は名称 

       所 在 地               

       代 表 者 名                           ○印  

 

平成２４年●月●日に公告された「国立新美術館管理・運営業務 一式」に関する入札参加表明書を提出し

ましたが，以下の理由により共同事業体構成員を変更させて頂きたく，変更企業の競争参加資格確認申請書及

び関係書類を添えて提出します。 

なお，民間競争入札実施要項に定められた入札参加資格要件を満たしていること並びに，この変更届及び添

付書類の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。 

 

構成員 

（変更前） 

商号又は名称 

所在地 

代表者名                        印 

構成員 

（変更後） 

商号又は名称 

所在地 

代表者名                        印 

変更理由 

 

【留意事項】 

1  新・旧の構成員等の記入欄が足りない場合は，本様式に準じて作成・追加して下さい。 

2  本様式と同時に，この変更届に従って変更・追加が必要となるもの（添付すべき資料等を含む）も提出し

て下さい。 



 16

様式 2-12 

 

平成 年 月 日 

 

入札辞退届 

 

独立行政法人国立美術館 

分任契約担当役 

国立新美術館長  殿 

 

 共同事業体名 

  (代表者)商号又は名称 

       所 在 地               

       代 表 者 名                           ○印  

 

「国立新美術館管理・運営業務 一式」民間競争入札実施要項に基づき，入札参加表明書を提出しました

が，都合により，入札を辞退します。
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 様式2-13 

誓 約 書 

 

当社は，入札に参加するに当たり，下記の事項を誓約します。 

この誓約が虚偽であり，又はこの誓約に反したことにより，当方が不利益を被ることとなっても，異議は一

切申し立てません。 

  

 

                      記 

 

 

１ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号。以下「法」という。）第

１０条第４号及び第６号から第９号の暴力団排除条項に該当しないこと。 

２ 暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。 

３ 法第１０条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。 

 

平成  年  月  日 

 

独立行政法人国立美術館 

分任契約担当役 

国立新美術館長 殿 

 

                     （郵便番号      ） 

入札参加事業者 住  所 

 

電話番号（   ）   －    

 

商  号 

又は名称 

 

氏  名                 印 

（法人にあっては，代表者名） 

 

 

法定代理人 

                     印 

氏   名                 
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様式 3-1-1 

平成 年 月 日 

 

入札書，提案書の提出届 

 

独立行政法人国立美術館 

分任契約担当役 

国立新美術館長  殿 

 

 共同事業体名 

  (代表者)商号又は名称 

       所 在 地               

       代 表 者 名                           ○印  

 

 

「国立新美術館管理・運営業務」民間競争入札実施要項に基づき，必要書類を添付して提出します。 

なお，提出書類の記載事項および添付書類について事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

連絡事務担当者 

所 属  

氏 名  

住 所  

電 話 番 号  

フ ァ ク シ ミ リ 番 号  

電 子メール アドレス  
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様式 3-1-2  

 

 

委任状 

 

 

 

 

私は，                     を代理人と定め下記の権限を委任します。 

 

記 

 

事業名：国立新美術館管理・運営業務 

 

１ 入札に関する一切の件 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

独立行政法人国立美術館 

分任契約担当役 

国立新美術館長  殿 

 

 

委任者（共同事業体の代表企業） 

商号又は名称 

所在地 

代表者名                印 

  

印
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様式 3-1-3 

 

 

入札書 

 

 

事業名：国立新美術館管理・運営業務 

 

 

入札金額  金                 円也 （消費税抜き） 

 

 

民間競争入札実施要項等を承諾のうえ，上記の金額によって入札します。 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

独立行政法人国立美術館 

分任契約担当役 

国立新美術館長  殿 

 

 

  共同事業体名 

  (代表者) 商号又は名称 

       所 在 地               

       代 表 者 名                           ○印  

 

 

 

【留意事項】 

1. 金額，月日等の数字は算用数字で明確に記載して下さい。 
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様式 3-1-4 

平成 年 月 日 

 

仕様書に関する確認書 

 

独立行政法人国立美術館 

分任契約担当役 

国立新美術館長  殿 

 

 

 共同事業体名 

  (代表者) 商号又は名称 

       所 在 地               

       代 表 者 名                           ○印  

 

 

平成２４年●月●日に公告された「国立新美術館管理・運営業務」に対する本提案書一式は，民間競争入札

実施要項に添付された「国立新美術館管理・運営業務 仕様書」に規定された仕様と同等又はそれ以上の水準

であることを誓約します。 
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様式 3-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入 札 提 案 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔入札参加者（共同事業体の代表企業）〕 

 

商号又は名称              
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共通様式 （様式 3-2-2～様式 3-2-26） 

様式名称：●●●●●●●   様式番号：●●●●           枚数 ●枚目／枚中 

 

様式と記載事項については，表１を参照してください。 

 

 

 

 

注１）「共通様式」と指示した提出書類様式については，本様式を使用して作成すること。 

注２）上覧には，様式名称，様式番号，当該様式の通し番号及び使用枚数を記入すること。 

表 1 様式と記載事項 

大項目 様式名称 
枚数上

限 
様式番号 記載指示事項 

基礎的事項 

統括管理業務  1 枚 
様式 3-2-2
共通様式 

・業務遂行における基本的な考え方について，簡潔に記載し

てください。 

・業務の実施方法について，簡潔に記載してください。 

建築設備維持管理

業務 
1 枚 

様式 3-2-3
共通様式 

同上 

常駐警備及び巡回

警備業務 
1 枚 

様式 3-2-4
共通様式 

同上 

運営支援業務（受

付，看視，発券，検

札等） 

1 枚 
様式 3-2-5
共通様式 

同上 

講堂研修室におけ

る管理・運営業務 
1 枚 

様式 3-2-6
共通様式 

同上 

緑地管理業務 1 枚 
様式 3-2-7
共通様式 

同上 

清掃業務 1 枚 
様式 3-2-8
共通様式 

同上 

廃棄物処理業務 1 枚 
様式 3-2-9
共通様式 

同上 

全体計画 

業務実施方針 2 枚 
様式 3-2-10
共通様式 

・本件事業に参画するにあたって，業務内容や業務背景につ

いて，特に配慮すべきと考えているポイントについて，記述

してください。 

・上記のポイントについて，業務実施上の工夫について記載

して下さい。 

 

業務実施体制 2 枚 
様式 3-2-11
共通様式 

・本事業に参画するにあたっての業務実施体制構築の基本的

な考え方について，分かりやすく記述してください。 

・複数の企業で業務を遂行する場合において，各企業の契約

関係や役割・責任分担等について，具体的に説明してくださ

い。 

 

主要リスクへの対

応 
1 枚 

様式 3-2-12
共通様式 

・本件事業で想定しているリスクを洗い出すとともに，各リ

スクの管理方策について具体的に記述してください。特に，

作品・所蔵品の管理方策について，具体的に記述してくださ

い。 

・リスクが顕在化した際の対応方策について，記述してくだ

さい。（付保されている保険条件等，構成員のバックアップ

体制の確保等） 

 

サービスの

質の確保 

包括的な質を達成

するための方策 
2 枚 

様式 3-2-13
共通様式 

・設定された水準を達成するための方策について記載してく

ださい。 

・モニタリングの実施方法について，記載してください。 

個別業務のサービ 3枚 様式 3-2-14 ・設定された水準を達成するための方策について記載してく
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大項目 様式名称 
枚数上

限 
様式番号 記載指示事項 

スの質を達成する

ための方策 

共通様式 ださい。 

・モニタリングの実施方法について，記載してください。 

社員の研修・教育計

画 
1 枚 

様式 3-2-15
共通様式 

・想定しているスタッフの専門性や経験内容（美術館に関す

る見識の深さ，専門性の高さ等），スタッフ配置計画の考え

方について記述してください。 

・スタッフの研修・教育プログラムの内容について，具体的

に記述してください。（スタッフ応対要領など） 

統括管理業

務 

統括管理の基本方

針 
2 枚 

様式 3-2-16
共通様式 

・統括管理業務のあり方について記載してください。 

・また，それを実現するための工夫について，記載してくだ

さい。 

指揮命令系統 1 枚 
様式 3-2-17
共通様式 

・マネジメント体制，意思決定体制，指揮命令系統，連絡体

制等について，具体的に説明してください。 

・統括責任者の能力や実績，本事業に対する適性について，

具体的に記述してください。 

美術館とのコミュ

ニケーション方法

（通常時，緊急時）

1枚 
様式 3-2-18
共通様式 

・美術館とのコミュニケーション方法（連絡・報告・相談）

について，具体的に記述してください。 

・緊急時における，マネジメント・連携・連絡体制について，

記載してください。 

・不慮の事由が生じた場合等における対応方策について，記

述してください（構成員のバックアップ体制の確保等） 

 

建築設備維

持管理業務

他 

維持管理計画の基

本方針 
1 枚 

様式 3-2-19
共通様式 

・建築設備維持管理業務の実施内容及び業務実施に対する考

え方について，具体的に記述してください。 

（予防保全の観点による定期点検の計画的実施，維持管理を

容易にする構造上や耐久性向上に関する工夫，等） 

維持管理コスト縮

減 
1 枚 

様式 3-2-20
共通様式 

・委託期間中における，光熱水費，消耗備品費，修繕費等の

維持管理費のコスト削減，について，その可能性の有無，削

減見込額及び根拠について，記述してください。 

・環境負荷軽減に関する提案について，記述してください。

運営支援業

務 

運営支援業務の基

本方針 
2 枚 

様式 3-2-21
共通様式 

・観覧者サービスの向上や改善の仕組みについて，具体的に

記述してください。 

（利用者の満足度について定量的な目標を設定することに

よるセルフモニタリング手法の提案，モニタリング結果をサ

ービス内容に反映させるための仕組みの提案，等） 

・事業者が独自に行う新サービスがあれば，記載してくださ

い。 

美術館職員及びそ

の他の業務受託者

との連携 

1 枚 
様式 3-2-22
共通様式 

美術館職員及びその他の業務受託者との連携方法ついて，具

体的に記述してください。 

セキュリティー 1 枚 
様式 3-2-23
共通様式 

・施設全体の警備の進め方と，安全性確保の方法について，

具体的に記載してください。 

 

常駐警備及

び巡回警備

業務 
警備業務の基本方

針 
2 枚 

様式 3-2-24
共通様式 

・観覧者サービスの向上や改善の仕組みについて，具体的に

記載してください。 

（利用者の満足度について定量的な目標を設定すること

によるセルフモニタリング手法の提案，モニタリング結果

をサービス内容に反映させるための仕組みの提案等） 

・事業者が独自に行う新サービスがあれば，記載してくださ

い。 

美術館職員及びそ

の他の業務受託者

との連携 

1 枚 
様式 3-2-25
共通様式 

美術館職員及びその他の業務受託者との連携方法について，

具体的に記載してください。 

セキュリティー 1 枚 
様式 3-2-26
共通様式 

施設全体の警備の進め方と，安全性確保の方法について，具

体的に記載してください。 
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様式 3-2-27  

業務実績 

 

○○○○会社 

業務名 発注者※ 業務期間 
施設概要 

施設名 用途 規模 

      

      

      

      

※ 再委託として受けている場合は，契約相手方の名称とすること 

 



 26

様式 様式 3-2-28 

 

入札価格内訳及び単価表 

 

１ 入札価格内訳                                 単位：円（税抜き） 

業務分類 業務内容 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

１統括管理業務 業務分類２～８の統括管理業務    

２建築設備維持管理

業務 

（１）設備等の運転・監視及び日常・定期の

点検，保守業務 

   

（２）特定設備の運転，監視及び日常・定期

の点検，保守業務 

   

（３）環境衛生管理業務    

（４）建築設備定期検査及び報告業務    

（５）特殊建築物定期調査報告業務    

（６）防火対象物定期点検・防災管理定期点

検報告業務 

   

小計    

３常駐警備及び巡回

警備 
常駐警備及び巡回警備 

   

４運営支援業務 

（１） 業務責任者    

（２）受付・看視・発券・検札・図録販売業

務 

   

（３）アンケート収集業務    

小計    

５講堂・研修室等管

理・運営業務 
講堂・研修室等管理・運営業務 

   

６緑地管理業務 緑地管理業務    

７清掃業務 館内及び外構清掃 

   

８廃棄物処理業務 
一般及び産業廃棄物，再生処理物並びに

蛍光灯 

   

合計    

 

２ 清掃（臨時清掃）の単価 企画展示室１室                             円／回（税抜き） 

３ 廃棄物処理業務の単価 ：一般廃棄物                               円／ｋｇ（税抜き） 

              産業廃棄物                               円／ｋｇ（税抜き） 

    再生処理物（古紙・ダンボール）                               円／ｋｇ（税抜き） 

    再生処理物（ビン・カン）                                  円／ｋｇ（税抜き） 

蛍光灯（Hf 直管蛍光灯，FHF32EX-W-H）                                円／本（税抜き） 

蛍光灯（美術館用ランプ，FHF32W-EDL･NU 又は FHF32-EDL･P･NU）          円／本（税抜き） 

 

入札価格算出のための１年当たりの処理量は一般廃棄物 37,000kg，産業廃棄物 15,000kg，再生処理物（古

紙・ダンボール）19,000kg，再生処理物（ビン・カン）2,000kg，蛍光灯（Hf 直管蛍光灯，FHF32EX-W-H）

11,000 本，蛍光灯（美術館用ランプ FHF32W-EDL･NU または FHF32-EDL･P･NU）3,000 本としてください。
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４ 運営支援業務の特別展における１ポスト１日当たりの以下に示す業務内容，業務日における金額（単   

位：円 税抜き）  

業務名 夜間開館を行わない日 夜間開館を行う日 特別内覧日 

業務責任者    

受付業務    

看視業務    

発券業務    

検札業務    

図録販売業務    

アンケート収集業務    
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様式 3-2-29 

 

業務別費用の内訳詳細 

 

１ 統括管理業務 内訳 

  様式 3-2-28-1 

 

２ 施設・設備管理業務 内訳 

  様式 3-2-28-2 

 

３ 常駐警備及び巡回警備業務 

  様式 3-2-28-3 

 

４ 運営支援業務（受付，看視・発券・検札・図録販売・アンケート収集業務） 

  様式 3-2-28-4 

 

５ 講堂・研修室等における管理・運営業務 

  様式 3-2-28-5 

 

６ 清掃業務 内訳 

  様式 3-2-28-6 

  

 

【留意事項】 

総額及び内訳は，入札価格内訳（様式 3-2-28）に示した数値と整合させて下さい。 
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様式4 

公共サービスの内容  

落札予定事業者  住所又は所在地  

意 見 聴 取 対 象 者 

上記事業者との関係 氏
ﾌ ﾘ

 名
ｶﾞ ﾅ

 生年月日 性別 住   所 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

（記載上の注意） 
１ 記載しきれないときは，適宜用紙を追加して記載してください。 
２ 意見聴取に際し，必要に応じて，住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合があります。 

３ 取得した個人情報は，暴力団排除条項等の欠格事由の審査のため，必要な範囲内において利用し又は警察庁刑事局組織犯

罪対策部暴力団対策課へ提供します。 

４ 紙媒体以外に電磁的に記録した電磁的記録媒体（CD-R等）で提出するものとします。 

なお，作成要領は別途指示します。 
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意 見 聴 取 に 必 要 な 事 項 一 覧 表 
 

 意見聴取の対象（※１） 意見聴取に必要な事項 

落 
 

 
 

札 
 

 
 

予 
 
 
 

定 
 
 
 

事 
 
 
 

業 
 
 
 

者 

個 

人 

の 

場 

合 

① 落札予定事業者 ・氏名，生年月日，性別，住所 

・商号又は屋号 

② ①の法定代理人（※２） ・氏名，生年月日，性別，住所 

 

 
 
 
 
 

法 
 
 
 
 

人 
 
 
 
 

の 
 
 
 
 

場 
 
 
 
 

合 

③ 落札予定事業者 ・商号又は名称 

・主たる事業所の所在地 

④ ③の役員 ・氏名，生年月日，性別，住所，役職名 

⑤ ④の法定代理人 ・氏名，生年月日，性別，住所 

⑥ ③の主要株主等（※３） 

（個人） 

・氏名，生年月日，性別，住所 

 

⑦ ③の主要株主等（法人） ・商号又は名称 

⑧ 相談役，顧問等④と同等以上の支配力を有する

者 

・氏名，生年月日，性別，住所 

 

⑨ ③の親会社等（※４）（個人 ・氏名，生年月日，性別，住所 

 

⑩ ⑨の法定代理人 ・氏名，生年月日，性別，住所 

 

⑪ ③の親会社等（法人） ・商号又は名称 

 

⑫ ⑪の役員 ・氏名，生年月日，性別，住所 

 

⑬ ⑫の法定代理人 ・氏名，生年月日，性別，住所 

 

⑭ 相談役，顧問等⑫と同等以上の支配力を有する

者 

・氏名，生年月日，性別，住所 

※１「意見聴取の対象」は，それぞれ該当する者がいる場合に対象とする。 
※２「法定代理人」とは，営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合の当該未成年者の法定代理人をいう。 
※３「主要株主」とは，発行済株式総数の１００分の５以上の株式を所有する株主及び出資総額の１００分の５以上の額に 

相当する出資をしている者をいう。  
※４ここでいう「親会社等」は，入札参加事業者に対して施行令第３条第１項各号のいずれかに該当する関係（特定支配関係） 

を有している者のみをいい，同条第２項に規定する者は含まないものとする。 

※５ 意見聴取に際し，必要に応じて，住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合がある。 
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